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はじめに 

 

 我が国とアジア太平洋地域との経済的相互依存関係の深まりの中で、今後とも我が国企

業の同地域への進出、事業展開のより一層の拡大が見込まれるところ、我が国企業が今後

地域社会において事業を展開していく前提として、商標・意匠・特許等の知的財産権が国

内のみならず投資先においても適切に保護されることが不可欠となっています。 

 

 開発途上国における知的財産権制度は WTO･TRIPS 協定の成立、APEC の進展などを受けて

近年急速に整備されてきたものの、いまだに不備な部分が残されており、また制度が存在

していても運用面、特にエンフォースメントが適切になされていないため、一般的に投資

先としての知的財産権保護とそれにより生じる収益の回収が十分になされていない状況が

みられます。 

 

 特に、アジア太平洋地域においては、商標・意匠を中心にして、我が国企業の製品に対

する模倣が相当程度増加しつつあり、我が国企業の真正商品のマーケットシェアおよび企

業のイメージに悪影響を及ぼしています。 

 

 このような状況下、ジェトロでは、平成 9年度より特許庁から委託を受け、「海外知的財

産侵害対策強化事業」として、海外における我が国企業の知的財産保護に関する各種事業

を実施しております。平成 16 年度は、中国、韓国、タイを中心として、知的財産保護に関

する情報収集・提供、個別相談などを実施いたしました。 

 

 ここに本事業において収集した情報を基に、「アラブ首長国連邦における模倣品水際取

締」を作成しましたのでお届けします。また、ジェトロホームページにおいても同情報を

ご覧頂くことが可能です。（http://www.jetro.go.jp/indexj.html）本事業及び本書が皆様

のお役に立てば幸いです。 

 

2005 年 3 月 

日本貿易振興機構 

経済分析部 

知的財産課 
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第1章 エグゼクティブ・サマリー 
 
 
世界の主要製造基地であるアジア、および西洋という消費者市場の間に位置するＵＡＥ

（アラブ首長国連邦）、殊にドバイは、屈指の積替拠点である。2004 年、ドバイ港は
642万 TEUs1 を処理しており（2003年比で 24.6％の増）、規模で世界第 10位、成長の
スピードで世界第 3位である。  
 
石油産業を根幹とするアブダビは、1958 年の石油発見以来、ＵＡＥの開発に極めて重
要な存在であるが、伝えられるところによると非石油部門（ドバイに集中）が同国のＧ

ＤＰ（国内総生産）の 88％を占め、さらに重要性を増しているという。急激に増え続
ける外国人の労働者人口によって繁栄がもたらされ、それだけでＵＡＥは重要な消費者

センターにもなりつつある。 
 
ＵＡＥを構成する 7首長国は、それぞれ独自の税関当局を運営している。権利侵害品を
差し止めた際に上記の当局が行う手続きは、湾岸協力会議（ＧＣＣ）の構成メンバー国

であるバーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、ＵＡＥに適用

される、湾岸協力会議共通関税法（ＧＣＣ関税法）を通じて一応は統一されている。 
 
ただし、ＵＡＥの税関当局によっては手続き上の相違が多少は見出せる。本報告書はＵ

ＡＥ最大の港を運営するドバイの立場を中心に検討するものである。 
 
ＧＣＣ関税法に基づいて与えられる権限により、ＵＡＥの税関当局は権利侵害品の容疑

で押収する権限を付与されている。商品が違法かどうかの立証は、独立系の犯罪立証機

関に一任されている。違法であると追認された商品は税関によって押収され、行政機関

によって罰金を科せられる。（ただし、権利侵害品の再輸出を要求することを税関に通

達済みである）刑事訴訟は検察庁が担当し、権利所有者による民事訴訟と一緒になる。 
 
本報告書で言及している法律は、例外なくアラビア語の原本を指すものとし、かかる原

本は、当局が本報告書を作成する場所の言語に翻訳のこと。  
 
本報告書はＵＡＥの立場の概略を述べ、何らかの侵害行為があった際の参考として本報

告書を参照に供する。  

                                                 
1  20フット単位（コンテナ荷扱量を量的にあらわす単位） 
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第 2章 背景 

 
 
2.1 はじめに 
 
 ＵＡＥは、アラビア半島北西部に位置する 7 つの首長国で構成されており、総面

積は 33,000 平方マイルである。南側と西側はサウジアラビアと国境を接し、東南
と北東はオマーンと国境を接している。ムサンダム半島の一角はオマーンの飛び

地的な領土であり、その飛び地とオマーンの主要領土の間をＵＡＥがから切り離

している形になる。  
 
ＵＡＥの領土の大半はアブダビ（25,000 平方マイル）首長国に属し、アラビア湾
から南に 100 マイル伸びた長方形のような形をしている。他の 6つの首長国は北
部首長国と普通は呼ばれている。アブダビから北東に進むと、ドバイ、シャルジ

ャ、アジュマン、ウムアルカイワイン、ラスアルハイマがある。オマーン湾のド

バイの真東にフジャイラがある。 
 
 ＵＡＥの領土の大半が砂漠であり、殊にサウジアラビアの空白の区域になるアブ

ダビ海岸の南方は完全な砂漠である。ＵＡＥの主要都市は、アブダビおよびドバ

イである。首都のアブダビは 10×7 平方マイルほどの島である。アブダビはＵＡ
Ｅの行政中心区であると同時に、外交首都でもあり、ドバイはＵＡＥの商業中心

区として知られている。ドバイのポートラシイドおよびジュベール・アリ自由貿

易地域には、輸入・再輸出を対象にした主要な海港と空港がある。 
 

次に重要な都市はシャルジャであり、ドバイの北東へ行くことわずか 12マイルで
ある。この地域の最大の都市だったのだが、隣の都市に押される形なってしまっ

た。それでも、近代的な海港と空港があり、ビジネス界隈があり、依然としてＵ

ＡＥ基幹施設の重要な一角をなしているのである。 
 
北に進むと、アジュマンおよびウムアルカイワインがあり、比較的小さな海岸の

街である。ラスアルハイマは北東部の中心である。東南にはフジャイラがあり、

他の首長国からはやや離れているが、申し分のない港湾施設が整っている。最後

に残る入植地は、アブダビ市真東にあるブライミ・オアシスのアルアインであり、

その他にディバ、コルファカン、カルバ、タリフ、ジャバル・ダーナなどの海岸

の街がある。 
 
 
2.2 政治 
 
 1971年、6つの首長国（数カ月後の 1972年、7番目の首長国ラスアルハイマが追

加）の首長がアラブ首長国連邦を誕生させた。当初は 5 年間有効の暫定憲法を制
定したが、小さな改定をたびたび加えて延長してきた。最近の暫定憲法改定は

1996年 12月である。 
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 暫定憲法の条項に基づき、ＵＡＥは、諸首長国の国境線を地理的に拡大した独立

した主権国である。本体制の枠組みの下で、各首長国は相応の主権を保持する。 
 
 ＵＡＥ政府は、7 人の首長による最高評議会に委ねられている。現在の大統領は

アブダビの首長のシェイク・ザイド・ビン・スルタン・アル・ナハヤン（ザイド

大統領）であり、副大統領はドバイ首長のＨ・Ｈ・シェイク･マクトゥーム･ビ

ン･ラーシド･アール･マクトゥームである。ドバイの皇太子であるＨ・Ｈ・シェ

イク･モハメッド･ビン･ラーシド･アール･マクトゥームも権力と影響力を持つ人

物であり、過去 10年間ほどにわたるドバイの急激な拡大に貢献した人物である。 
 
 加えて、閣僚評議会があり、その主な任務は、各大臣の業務の監視、ＵＡＥ連邦

国民評議会の審議にかける法案の提出、最高評議会で決定を下した法律の制定で

ある。閣僚評議会は、各首長国から指名された年長者で構成された諮問委員会で

ある。同評議会は法的権力を有していない。 
 
 首長国は、各々の主権をＵＡＥ連邦政府に委譲している。外交、国防、国家安全

保障、治安、民間航空、移民、通貨、健康、教育、情報といったものが連邦政府

の担当である。知的所有権（商標、著作権、意匠、特許）、労使関係、海事法、

独立行政法人、犯罪関連、会社法、民法、民事訴訟、その他連邦法の条項が増え、

連邦司法権に集中した。連邦司法権下にあると明記されていないもの、あるいは

連邦法の特定条項として制定していないものは、連邦政府の介入がない限り、一

般に各々の首長国にとっての国内的な問題と見なされる。 
 
 各々の首長国の行政当局によって時折打ち出される規制に加えて、各々の首長国

にのみ通用する法令もある。例えば、ドバイ、シャルジャ、ラスアルハイマ は、
各首長国でのみ通用する契約法（イギリスの契約法に基づく）を有し、ラスアル

ハイマは独自の商標法を有していたが、今では連邦法が優先する。 
 
 連邦裁判官が連邦最高裁の長を務める。ドバイ、ラスアルハイマ、ウムアルカイ

ワインを除く首長国の民事裁判所は、ＵＡＥ連邦制度の枠内で構成される。ドバ

イ、ラスアルハイマ、ウムアルカイワインの場合、独自の司法制度を有している。 
 
 
2.3 司法制度 
 
 1971 年に制定された暫定憲法の条項に基づき、ＵＡＥはイスラム国家として建設

されている。イスラム教は国教として定められ、指導原理および法源としてイス

ラム法が制定された。 
 
 ドバイ首長国およびラスアルハイマ首長国を除き、各首長国は、法務イスラム省

の支配下にある連邦の連邦法制度を採用した。ウムアルカイワイン首長国も表面

上は連邦制度の埒外にあるが、ＵＡＥ連邦制度にほぼ追従しており、同国の法廷

は連邦法務相によって大枠で管轄されている形をとっている。 
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 ドバイはＵＡＥ連邦制度の埒外にあり、ドバイ法廷はドバイ政府の法務省の管轄

下にある。ドバイ首長国法が優先されたり、ドバイ首長国法に置換されたりして

いない限り、ドバイの法廷が適用している法律はＵＡＥの連邦法である。要約す

れば、連邦裁判所に関する見解は、アブダビ、シャルジャ 、アジュマン、ウムア
ルカイワイン 、フジャイラなどの首長国に大枠で適用されるものと見てよい。ド
バイ法廷は別個の存在として扱われる。 

 
 ドバイを除き、二通りの法廷制度がある。最初のものはシャルジャ法廷制度であ

り、もう一つが連邦法廷制度である。シャルジャ法廷は大まかに言って家庭およ

び相続問題に限定される。その他の問題はほとんど連邦裁判所で取り扱う。 
 
 ＵＡＥ連邦制度における法廷は三審制を敷いている。第一審裁判所、控訴院、破

棄院または最高裁である。訴訟手続きはアラビア語であり、法務省登録の弁護士

によって法廷に告訴が持ち込まれる。 
 
 地域的に適用される法律は、究極的にはフランス法制度を模倣した民法制度に則

ったものである。法廷は当事者制度ではなく、糾問制度をとる。 
 
 裁判以外の方法として、各首長国の商工会議所が調停を行うことがある。調停の

争議について言及しておくため、契約書にその旨含むという同意は、地方裁判所

によって認められるのが通常である。ドバイ商工会議所も英語による調停を行う

ことができる。 
 
 連邦政府に対する訴訟は、法務省の同意の下、アブダビの裁判所を通じてのみ行

われる。 
 
 各首長国の政府は、首長国外の司法管轄区あるいは外国の法廷で裁判が行われる

のを防止する意味で、一応は法律で規制している。政府に対する訴訟については、

当該首長国の首長官邸の同意を得た上で、初めて行える。 
 
 連邦裁判所の執務は、民事訴訟法に規定されるものとする。本民事訴訟法は、ド

バイおよびラスアルハイマでも採用されている。  
 
 
2.4 知的所有権法 
 
 (a) ＵＡＥ商標法 
 

 2002 年制定の法律 No.8（商標法）を編入した 1992 年制定の連邦法 No.37
に基づき、ＵＡＥでは商標を保護している。商標登録は、ＵＡＥ経済計画

省（ＴＭＳ）の商標部において行う。  
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商標法に基づく登録は、ＵＡＥ7 首長国の商標所有者を保護するもので、
10年間有効である。そして、その後更新することにより、さらに 10年間
にわたり登録を延長できる。所有者が商標登録後の 5年の間に使用開始し
た場合、ＵＡＥ裁判所を通じて商標の所有権について異議申し立てを受け

ることなく、ＵＡＥで当該商標を使用する権利を完全に認められるものと

して考慮される。ＵＡＥ市場（あるいはその他市場） にて未発売の製品
であっても、商標法に基づいた登録申請書を出願できる。  
 

 (b) ＵＡＥ著作権法 
 

 著作権および著作隣接権（著作権法）に関する 2002 年制定の連邦法 No.7
は、著作権および関連の権利を保護するものである。著作権法は、多種多

様なカテゴリの芸術的かつ技巧的な作品を保護するものである。なかでも、

本、音楽、写真、映画、ビデオ、絵画、コンピュータソフトなどの作品で

ある。 
 

作品の著作権登録に関する 2004 年制定の No.131 行政決定に基づき、ＵＡ
Ｅ情報文化省に登録する。 

 
 (c) ＵＡＥ 特許法 
 

 特許、図面、工業製品モデルの工業所有権の体制および保護に関する 2002
年制定の連邦法 No.17（特許法）は、特許、実用新案、図面、工業製品モ
デルなどの登録制度を記述したものである。特許保護は、湾岸協力会議の

特許局（ＧＣＣ特許局）でも行う。ＧＣＣ特許局が認可した特許が網羅す

るのは、バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、

アラブ首長国連邦といったＧＣＣ諸国である。 
 
 

2.5 税関 
 

ＵＡＥの各首長国は、ＧＣＣ諸国共通の関税法（ＧＣＣ関税法）に規定された自

立型の税関当局を管理する。ＧＣＣ関税法は 2002年 1月に実施され、ＧＣＣ領域
内の全税関当局に適用される。それでも、詳細な手続きは国によって、さらには

ＵＡＥ首長国によって異なる。 
 
 
2.6 知的所有権の執行  
 

ＵＡＥには、ＵＡＥ内で知的所有権を執行する職権を有する機関がある。  
 
ＵＡＥにおける権利侵害の訴訟の大半は行政当局が取り扱っている。ドバイの経

済開発部商業保護課は、小売りレベルでの商標権執行に非常に積極的である。シ

ャルジャにおける上記と同様の組織は、シャルジャ自治体商業取引部の「反不
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正・詐欺部門(Anti Frand and Deception in Commercial Dealings Department)」である。
アブダビにおいて行政摘発をとる手続きは、本報告書を書いている時点において

調査中である。 
 
税関当局は様々な法律、殊にＧＣＣ関税法に基づいて、措置を講じる職権を有し

ている。（第 6章参照） 
 
警察も、知的所有権を徹底させるために措置を講じることができる。ドバイにお

ける侵害事件は、警察の犯罪調査部（ＣＩＤ）の経済犯罪課に一任されている。

ＣＩＤに一任され、権利侵害品が押収された案件では、模倣容疑者に対する刑事

訴訟につながることが多い。そうした訴訟手続きは検察官の責務であるが、そう

した訴訟手続きに対して、刑事訴訟の事情聴取を聞く権利を得るため、権利保持

者が同時に民事訴訟を起こすことがある。 
 

 

第 3章 差し止めの主要手続き 

 
 
3.1 書類 
 

知的所有権の侵害に基づいて、ＵＡＥ税関当局によって商品を差し押さえてもら

う第一ステップは、該当貨物の詳細を税関に提出することである。かかる詳細は、

輸入商品が持ち込まれる首長国の税関当局宛の書状に記載する。ＵＡＥの各税関

当局の具体的な連絡先は、本報告書の第 16章に記載されている。  
 
税関への書状はアラビア語（またはアラビア語と英語の併記）で書き、以下の内

容を含むことが必要となる。 
 
(a) 書状の送付人が、権利所有者が作成した委任状に基づいて職権を行使でき

ることの追認。委任状を公証し、もし権利所有者がＵＡＥ国外の法人であ

る場合、当該会社の本国にあるＵＡＥ大使館・領事館に認証を求めること。

日本の会社の場合、手続きは以下の通りである。 
 

(i) 公証 － 日本において、公証人の前で企業の正規代理人が委任状に
署名すること。 

 
(ii) 認証 － 日本の各地法務局（例えば、東京法務局）、日本の外務省、

在日ＵＡＥ大使館によって認証された委任状であること。以上の書

類をＵＡＥに送付して、ＵＡＥ外務省において認証手続きが完結す

る。 
 

委任状の写しを書状に同封すること。税関への申立を行い、そのフォロー

アップしていくのに必要な委任状のひな型を補遺Ａに示す。 
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(b) 依拠している知的所有権の概要書ならびに当該知的所有権の証拠書類。例

えば、権利所有者がＵＡＥで登録している商標登録に依拠する場合、当該

商標の登録証明の写しを同封すること。 
 

(c) 押収品と比較するための本物の商品の見本。 
 

(d) 問題の商品輸入に関しての詳細情報。以下を記入すると理想的である。 
 

(i) 商品の明細（判明している場合、国際統一商品分類番号も記入） 
 
(ii) 貨物明細、（判明している場合）船舶、コンテナ番号、到着予定日

も記入） 
 

(iii) 問題の商品 
 

(iv) 商品の梱包明細 
 

(e) 不服申立に対する法律原理（税関に職権を付与する適用される規則の概要

含む） 
 

押収品が権利所有者の知的所有権を侵害していなかった場合、税関当局は商品輸

入を巡り、関係者が受けた損害を権利所有者による担保の提出で保証するよう要

求する。また、商品価格に基づき、税関が決定した保税倉庫留置・金銭保証につ

いて、確実に担保で保証することも権利所有者に要求する。  
 
権利所有者の権限を無視して登録商標を付けた模倣品輸入に関するドバイ税関宛

ての書状見本を、補遺Ｂを参照に示す。 
 
税関宛ての書状は、税関担当官との打ち合わせによってフォーローアップしてい

くのが望ましい。 
 

 
3.2 押収前の手続き  
 

税関当局が貨物に疑いを持った場合、商品の検査を行い、権利侵害品であるとみ

なせば没収することができる。 
 
税関は、貨物および貨物を隠すための部材、輸送手段に関する書類を押収する職

権を有する。ただし、輸送手段に関しては、疑わしい商品を違法輸入する目的で

特別に仕立てたのでない限り、貨物を運ぶための船舶、飛行機、バスを除く。 
 
押収次第、検査担当官は以下の項目を含めた報告書を作成すること。 
 
(a) 報告書を作成した場所、日付、時間 
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(b) 貨物を摘発した検査担当官の氏名、職位、署名 

 
(c) 報告書を作成した税関担当官の氏名、職位、署名 

 
(d) 国籍、職位、職業、住所を含めた容疑者の詳細  

 
(e) 商品明細、押収した数量、価格、タリフ番号・国際統一商品分類番号を含

めた押収品の詳細 
 

(f) 容疑者または商品輸入の責任者の陳述を含む詳細データ 
 

(g) 立会人の陳述（有る場合） 
 

(h) 容疑者あるいは商品輸入の責任者に対して陳述が読み上げられたか否か、

および当該陳述に対して責任者が同意の旨の署名を行ったか、あるいは署

名を拒絶したかの追認 
 

(i) 押収品の商品目録 
 

(j) 押収品の参考見本 
 

 
押収報告書は少なくとも 2人の税関担当官によって作成されるのが普通であるが、
時と場合によっては 1人でもよい。  
 
押収報告書の真実性および正確性については検討の余地がある。 

 
 
3.3 押収後の手続き 
 

ドバイにおいて商品が押収されて押収報告書が税関によって作成された後、ドバ

イ警察が管轄する犯罪立証室、あるいは税関が利用している民間の犯罪立証機関

に、税関は参考見本とともに押収報告書を送付する。犯罪立証機関の担当官は、

押収品かどうかについて追認し、報告書を作成する。当該報告書は、港湾、関税、

フリーゾーン公社の法律関係者に送付される。 
 
税関長（長官から権限を付与された税関担当官を含む）は、該当品押収の命令と

ともに、商品輸入に関与した者に対して罰金を科する。押収命令は輸送手段、貨

物に使用した道具や材料も対象とする。ただし、輸送手段に関しては、疑わしい

商品を違法輸入する目的で、特別に仕立てたり雇用したりしたのでない限り、貨

物船、飛行機、鉄道、公用車などの公共の交通機関を除く。 
 

税関長（長官から権限を付与された税関担当官を含む）が権利侵害と判断した場

合、当該商品の輸入に関与した者は拘留され、身柄を拘束される。ドバイでその
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ような事態に陥った場合はドバイ警察に報告が行き、警察によって事件の調査が

行われ、警察が権利侵害と判定した場合、警察は公訴を提起するよう検察官に要

請する。 
 
検察庁が提起した刑事訴訟とは無関係、あるいは一部が関係する形で権利所有者

が民事訴訟を起こすことがある。 
 
ＧＣＣ関税法に基づき、税関長（長官から権限を付与された者も含む）の判定に

対する訴は、当該税関当局の管轄省庁の大臣に要請するものとする。現実には、

アブダビにおける当該要請の場合、財務局にある税関担当官で構成する委員会に

よって処理される。ドバイ税関からの要請を処理する具体的な手続きは存在して

いない。 
 
判決に対しては控訴院に上訴し、さらには破棄院に上訴となる。 
 

第 4章 必要書類 

 
 
押収品の知的所有権の所有者に代理して申立を行う際に、その裏付けとして税関に提出

しなければならない書類は以下の通りである。 
 

(a) 第 3.1章に基づく告訴理由書 
 
(b) 委任状、場合によっては公証および認証が必要 
 
(c) 問題となっている知的所有権所有者の所有権を追認する証拠書類  
 
押収品と比較するための本物の見本も提出のこと。 
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第 5章 期限 

 
 
ＧＣＣ関税法に基づき、税関に告訴を提起するのに決まった期限はない。 
 
 

第 6章 税関当局の権限 

 
 
6.1 ＧＣＣ関税法 
 

ＧＣＣ関税法の第 XIII 節は、「密輸」についての措置を講じる職権をＵＡＥ税
関当局に付与するものである。（ＧＣＣ関税法の第 XIII 節については、補遺Ｃ
パート 3 にて詳述）「密輸」とは、ＧＣＣ関税法あるいは他の法律2に 記載され
ている禁止事項あるいは規制に違反して、ＵＡＥ国内あるいは国外へ商品を持ち

込みあるいは持ち出すこと、あるいはそうした試みをいう。  
 
ＵＡＥ知的所有権法に記載されている禁止事項に加えて（第 6.2～6.6章参照）、
ＧＣＣ関税法には、管轄当局3が発行した決議文に関連して、商業所有権、工業

所有権、著作権に関する法律に違反して、自由貿易地域に商品を持ち込むことに

関して禁止する旨記載されている。ドバイおよびその他ＵＡＥの主要港には例外

なく自由貿易地域がある。 
 
「密輸」は、以下も含むものと明記されている。 

 
(a) 合法輸入品4であることを立証する証拠を提出しない禁止品あるいは規制

品を輸送あるいは入手する行為 
 
(b) 税関区域内において、税関当局の管轄下にある商品を法律関係書類5なし

に輸送あるいは入手する行為 
 

同様に、「禁止品」とは、「本法あるいは他の法律の条項に基づき、輸入または

輸出が禁止されている商品」6と定義されている。また、「規制品」とは、「本

法あるいは他の法律の条項に基づき、輸入または輸出が規制されている商品」7

と定義されている。 
 

                                                 
2  GCC関税法 80/4条－補遺 Ｃパート 2参照 
3  GCC関税法 142条 
4   GCC関税法 143(12)条 
5   GCC関税法 143(13)条 
6   GCC関税法 2(26)条 
7  GCC関税法 2(27)条 
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加えて、管轄当局8の承認のない限り、ＧＣＣ関税法では、禁止品および権利侵

害品の輸入、通過、輸出も禁止している。  
 
以上の条項は、商標法、著作権法、その他に基づき、知的所有権を侵害する商品

押収の措置を講じる職権を、ドバイ税関に付与するものである。ＧＣＣ関税法の

第 XIII節に記載されている具体的な職権とは以下の通りである。 
 

(a) 税関担当官は、港に停泊中、入港中、出港中の船舶に乗り込み、輸送対象

の全商品および船舶自体を検査する職権を有する9。 
 

(b) 関連書類10も含め、「禁止品」11の疑いのある商品を押収する権利を税関

は有する。 
 

(c) 「密輸」12の疑いのある商品の検査を行う職権を税関は有する。以上の職

権は、税関の管轄内にある港および領域に限定されているのが普通である

が、税関管轄領域で摘発し、「密輸品」と思われる商品の輸送を追跡する

職権も税関は有している。 
 

(d) 違反した容疑者、違反を試みようとした容疑者、「密輸」13に関与した容

疑者を拘留する職権を税関は有する。 
 

(e) 税関は、「密輸」と名の付く商品、貨物隠匿に使われた部材、輸送手段

（疑わしい商品を違法輸入する目的で特別に仕立てたのでない限り、乗客

を運ぶための船舶、飛行機、公共バスを除く）、違反14を立証するのに必

要な書類を押収する職権を有する。 
 

(f) 税関による身柄拘束 
 
(i) 「密輸」行為をした者 
 
(ii) 税関担当官に抵抗した者 

 
(iii) 罰金、その他科せられるかもしれない罰則を無視して脱出するかも

しれない者15 
 
職権に基づいて身柄を拘束された者は、拘束された時点から 24 時間以内
に出廷しなければならない16。 

                                                 
8  GCC関税法 24条－補遺Ｃパート 2参照 
9  GCC関税法 123条 
10  GCC関税法 127条 
11  GCC関税法 124条 
12  GCC関税法 126条 
13  GCC関税法 128条 
14  GCC関税法 133条および 135条 
15  GCC関税法 137条 



 12

 
(g) 税関は行政訴訟17を提起することによって、違反者18に罰金を科すことが

できる。 
 

(h) 違反者が身柄を拘束されない場合、税関は権利侵害品19輸入の輸送手段を

売却することができる。 
 

(i) ＧＣＣ関税法20に基づき、税関は問題を取り扱う専用法廷を設立する職権

を有する。本報告書の執筆時点において、ＵＡＥにはそのような法廷は設

立されていないが、ドバイ税関は計画に入れている模様である。 
 
 
6.2 著作権法 
 

著作権法の第 7節は、著作権侵害に関するさまざまな違反について詳述している。
（著作権法の第 7 節の写しは補遺Ｄにある）著作権法の第 36 条は、著作権を侵
害しているという前提で、20 日間まで商品差し押さえの解除を延期するため、
（著作権所有者の申立に基づき行使される）特別の職権を税関に付与している。  
 
加えて、著作権法の第 7節の残りの条項は、著作権が侵害されたさまざまなケー
スについて詳述している。以上の条項は、侵害行為に対する措置を講じるための

職権を税関に直接付与するものではない。しかし、ＧＣＣ関税法に基づき、輸入

しようとしていた権利侵害品は、税関によって押収される可能性のある「禁止

品」または「規制品」扱いとなる。 
 
 
6.3 商標法 
 

商標法の第 6 節は、 登録商標侵害に関するさまざまな違反について詳述してい
る。（商標法の第 6節の写しは補遺Ｅにある）以上の違反は、侵害行為に対する
措置を講じるための職権を税関に直接付与するものではない。しかし、ＧＣＣ関

税法に基づき、輸入しようとしていた権利侵害品は、税関によって押収される可

能性のある「禁止品」または「規制品」扱いとなる。  
 
 

6.4 不正行為取締法 
 

未登録の商標権の権利侵害に関するＵＡＥの法律は、主に 1979年制定の商取引に
おける詐欺および欺瞞の防止に関する連邦法 No.4（不正行為取締法）、および不

                                                                                                                                                             
16  GCC関税法 137条 
17  GCC関税法 145条および 148条 
18  GCC関税法 139条 
19  GCC関税法 146条 
20  GCC関税法 161～165条 
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正行為取締法に基づく行政規制として 1984年制定の行政規則 No.26（不正行為取
締規則）による。不正行為取締法の写しは補遺Ｆにあり、不正行為取締規則の関

連章は補遺Ｇである。 
 
不正行為取締法の第 1/4 条は、 契約対象の商品の原産地に関して、契約で相手を
欺くあるいは欺こうとするのは違反であると規定している。  
 
不正行為取締規則は以下のように追加違反について詳述している。 
 

• 第 1/7 条および第 2 条に基づき、どう見ても事実に反する「宣伝」を行う
ことは違法となる。（「宣伝」の定義は、直接的間接的を問わず、特許、

商標、その他工業特許権に関する説明である） 
 
• 第 4 条に基づき、商品の原産地について偽りの情報を記載することは違法
である。 

 
• 第 5/3条に基づき、偽造商標あるいは模倣商標の使用は違法である。 

 
• 第 6条および第 7条に基づき、原産地や供給地について偽っている商標も
しくは原産地や供給地について誤解を与えかねない商標をつけた商品、ま

たは工業原産地の保護に関する適用法に準拠していない商品を輸入するこ

とは違法である。 
 

不正行為取締規則の第 37条に基づき、税関は不正行為取締法および不正行為取締
規則の条項に準拠しているかを確認するため、輸入時に商品を検査する職権を有

する。第 37条も権利侵害品が原産地に再輸出されることを想定したものである。 
 
 
6.5 商慣習法 
 

ＵＡＥの商慣習法はＵＡＥの商標権にも関係する。商習慣の第 II 章第 1 節パー
ト 3 の写しは、補遺Ｈにある。商習慣の第 65 条は、貿易業者は商品の原産地ま
たは記述に関して虚偽を言いふらしてはならないと記述している。 
 

 
6.6 特許法  
 

特許法の第 15 条は、特許所有者の製品を第三者が輸入するのを防止する権利が、
当該製品の特許所有者に有ることを明確に記述している。特許法の第 51 条に基
づき、財務省工業所有権部で登録した図面および工業製品モデルに関しても、同

様の権利が付与される。特許法の適用条項の写しは補遺 Iにある。  
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6.7 その他 
 

その他にもさまざまな法律があり、知的所有権を侵害した商品の輸出に対し、措

置を講じるという職権を税関当局にもたらす。以上は、ジェベル・アリ港の自由

貿易地域における商業活動に関する 1986年制定の No.2ドバイ法（ジェベル・ア
リ自由貿易地域法）を含むものであり、補遺Ｊに写しがある。  
 
ＧＣＣ関税法第 80/4 条に関連する条項において、ジェベル・アリ自由貿易地域
法第 13/2 条は、商業・工業・知識・文学・芸術などの所有権を保護する法律に
違反する商品の持ち込みを禁じている。 
 
その他権利所有者を間接的に支援する重要な法律は、貿易関連団体に関する 1988
年制定の連邦法 No.14で改正された、1981年制定の連邦法 No.18であり（代理店
法）、その写しが補遺Ｋである。代理店法は代理店を指名し、ＵＡＥに製品を輸

入する手順について詳述したものである。代理店として指名されたら、経済計画

省が保管する代理店登記簿に登録することとなる。代理店法第 23条は、経済計画
省に登録されている代理店以外の者が製品の輸入を行うことを禁じている。   
 
したがって、権利所有者がＵＡＥに向けて商標の付いた商品を輸入して販売する

ために代理店を指名し、その指名が経済計画省に登録されている場合、適用知的

所有権法がどうであれ、登録されていない者が商標付き商品を輸入しようとして

も、税関は商品を押収する権限がある。それにより、その商品が適用知的所有権

を侵害していることを立証する手間を省くことができる。 

 

第 7 章 通関差し止め登録制度の存在 

 
 

権利所有者は、ＵＡＥ税関において商標権を登録できる。その商標を侵害していると思

われる商品の貨物に税関が遭遇した場合、税関は通商計画省を通じて権利所有者あるい

はその代理店に通知するものとする。 
 
 

第 8章 検査の現地代行業者の必要性 

 
 
犯罪立証機関において、全押収商品が検査の対象となり（第 3.3 章参照）、侵害の疑い
がかけられている商品の判定は、犯罪立証機関にて行われる。したがって、権利所有者

は、押収された商品が知的所有権を侵害しているかどうかを追認するために、押収品の

検査を行うための現地代行業者を必要としない。  
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それでも、現地に代理店があれば、代理店によって先行検査の手配が可能になることも

あり、便利ではある。検査により、権利所有者の知的所有権を侵害していない商品であ

ると追認した場合、商品輸入に伴う損害を最小限度に抑え、商品の差し押さえを解除で

きる。  
 
 

第 9章 税関当局同士の情報交換の有無 

（例：データベースの共有など） 

 
 
ドバイ税関は、船会社、船会社代理店、輸入業者のデータベースを管理している。かか

る船会社などは、輸入コードあるいは代理店コードを適宜振り当てられている。データ

ベースは輸入業者に関する詳細情報をソートすることが可能であり、権利侵害商品を取

り扱っていると判明した輸入業者はブラックリストに載せられ、危ない会社として分類

される。 
 
ドバイ税関のデータベースは他の首長国の税関が直接アクセスすることはできないが、

電話や電子メールといった他の方法で情報を交換することができる。 
 

 

第 10 章 税関当局に存在する不文律の習慣および運用 

 
 
ＵＡＥの税関当局は大変有能であり、詳細かつ正確な情報を提供すれば、驚くほど効率

よく処理してくれる。適用法は税関の分掌を明確に規定している。ただし、手続きの詳

細は、（法律の正式な改正なしに）場合によって、または首長国によって異なり、いつ

も法律を徹底させているというわけではない。税関当局および現行の手続きを熟知して

いるドバイの弁護士あるいは代理店を通じ、告訴することが大切である。 
 
 

第 11 章 民事訴訟 

 
 

ＵＡＥにおける民事訴訟は、主張陳述書に基づき提起される。関連書類を添付し、アラ

ビア語に翻訳する必要がある。次に、若干の口頭による弁護を伴いつつ、両当事者が弁

論を交わす一連の事情聴取の形で当該訴訟が進められる。やがて、法廷は訴訟を専門家

に任せるか、判定を下すことになる。略式裁判はない。 
  
審理は一般に公正公明である。国際訴訟の場合、外交ルートを通じて訴訟公務が遂行さ

れる。いずれにせよ、全部が駄目な場合、地元新聞紙の広告を使って審理を行うことに

なる。 
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第一審裁判所の場合、アブダビにおける訴訟の大半が 18カ月以内に審理が行われ、ドバ
イ第一審裁判所で判決が下るまで 6 カ月はかからない。控訴裁判所の段階は約 6 カ月と
非常に早く進行するものの、最終上訴審は遅れが目立つ。判決やり直しのため控訴裁判

所に訴訟を差し戻すということは、破棄院や連邦最高裁ではよくある。上訴の期限は、

判決が下された日から 30日以内が一般的である。 
 

訴訟に要する費用のうち、回収できるのは極わずかな額にすぎない。裁判手数料は回収

できる。裁判手数料および訴訟費用ともスライド制に基づいて査定が行われる。ドバイ

における仮差し押さえ申請書の場合、裁判手数料は現時点において最大でＵＡＥ通貨の

15,000 ディルハム（ＡＥＤ15,000）であり、実体審理が 30,000 ディルハム（ＡＥＤ 
30,000）である。裁判手数料は上訴手続きの各段階において、それぞれ半減する。裁判
手数料はアブダビおよび他の首長国では若干少なめである。 

 
 他の多くの中近東諸国と同様に、ＵＡＥにおける訴訟手続きの開始は、例外なく委任状

の条項に左右される。委任状は必ず公証されたものであること。ＵＡＥ国外で公証され

た委任状である場合、公認して完璧に立証しなければならないのが普通である。  
 
 

第 12 章 模倣防止ＮＧＯ 

 
 

 
現時点において、商標模倣への対策として、一緒に行動するためにＵＡＥに設立された

業界団体は一つだけである。その業界団体は、自動車商標保護連合（ＡＢＰＣ）という

名称で運営されている。ＡＢＰＣに関する詳細は以下の通りである。 
 

組織名： 自動車商標保護連合 
Tel： +9714 228 9454 
Fax：  +9714 224 7658  
Email： info@nofakeparts.com 
Website： http://www.nofakeparts.com/  

  
 

第 13 章 通関料および保税倉庫留置 

 
 
13.1. 通関申請料 
 

ＧＣＣ関税法に基づき、押収対象の商品に対する料金は不要である。 
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13.2. 担保 
 
押収された商品が知的所有権を侵害していないという判定が下された場合、税関

は権利所有者に対して、商品を押収された被害当事者の損害について支払の担保

の提供を要求することができる。 
 
 
 
13.3. 訴訟費用 
 

（刑事訴訟の期間中に権利所有者が民事訴訟を提起しない限り）税関が提起する

刑事訴訟および行政手続については、権利所有者が費用を支払う必要はない。  
 
民事訴訟の費用はスライド制に基づいて査定が行われる。ドバイにおける仮差し

押さえ申請書の場合、裁判手数料は現時点において最大でＵＡＥ通貨の 15,000 デ
ィルハム (ＡＥＤ 15,000)であり、実体審理が 30,000 ディルハム(ＡＥＤ 30,000)で
ある。訴訟費用は上訴手続きの各段階において、それぞれ半減する。裁判手数料

はアブダビおよび他の首長国では若干少なめである。 
 

13.4. 保税倉庫留置・担保 
 

商品価格に基づき、税関が定める保税倉庫留置または保証金を提供するよう権利

所有者に対して税関は要求できる。そうした保税倉庫留置・保証金は、第 14.2
章に基づいて要求に対する担保の裏付けとなる。 

 
 

第 14 章 その他訴訟 

 
 

14.1 民事訴訟 
 
一般に、権利所有者は、知的所有権の侵害に際して、民事訴訟を提起する権利を

有している。ＵＡＥにおける民事訴訟の手続きは、第 11 章に概要を示した。知
的所有権の侵害、殊に刑事訴訟の範囲で訴訟が提起されるという点を考えるに、

民事訴訟を提起できるという権利は重要である。（第 15.3章参照） 
 
 
14.2 行政摘発 

 
ＵＡＥにおいて模倣行為と対峙するという意味で、行政摘発は大切なものとなる。

ドバイにおいて行政摘発を管轄する主要当局は、経済開発部の商業保護課である。  
 
商業保護課に申立書を提出する際には費用がかかる。一般に、基本料金は 2,000
ディルハムであり、さらに、摘発対象の店舗数にもよるが、検査料が追加される。 
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店舗数 ディルハム 

 1-5  500 
 6-10  1,500 
 11-15  2,500 
 16-20  3,000 
 20以上  5,000 

 
 
商業保護課は、侵害行為の程度により、また侵害行為の再発であるかどうかによ

り、最高 40,000 ディルハムまでの罰金を科している。侵害行為を繰り返した場合、
商業保護局は侵害を働いた者の土地と建物を没収する。商業保護課の摘発は、提

起された民事訴訟あるいは刑事訴訟とは無関係である。 
 
 

14.3 刑事訴訟手続き 
 

刑事訴追の進行は検察官の裁量による。権利侵害者に対して訴訟を提起するかど

うかは検察官次第であり、提起する場合は告訴の手続きをどのように進めるかを

決めることになる。  
 

ただし、刑事訴訟の途中で権利所有者が民事訴訟を提起することは可能である。

刑事訴訟の事情聴取における仲裁付託書を権利所有者が作成できるため、重要な

戦術となり得る。 
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第 15 章 通関差し止め手続きのフローチャート図  
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第１６章 税関当局の連絡先 
 
 
ドバイ  Director General 

Dubai Customs Dept 
Ports, Customs & Free Zone Corporation 
PO Box 63 
Dubai 
UAE 
 

 Contact: Mr. Ahmed Buti Ahmed 
Tel:   04-302 3413  
Fax:  04-345 0657 
 

検査部 Tel: 04-302 3680  
Fax: 04-345 0019 
 

法務部 Tel: 04-3023682  
Contact: Mr. Al Tejani Al Zubair 
Contact: Mr. Saleh Jasim 
 

法務部（Jジェベル・アリ） Tel: 04-8814888  
Contact: Mr. Majad Obaid Bashir 

  
アブダビ  Under Secretary 

Abu Dhabi Customs Dept 
PO Box 255 
Abu Dhabi 
UAE 
 

法務部 Contact: Mr. Medhat Rekabi 
02-6730700 
02-6731150 

  
シャルジャ Director General 

Sharjah Customs Dept 
PO Box 70 
Sharjah 
UAE. 
Mr Abdul Al Hakeem Al Suwaidi 
Tel: 06-5281666, 5282216 & 5283678 
Fax: 06-5281425 

  
フジャイラ Fujairah Customs Dept 

PO Box 296 
Fujairah 
UAE. 
Tel: 09-2224335 
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ラスアルハイマ Ras Al Khaimah Customs  

H.E. The Head of the Customs & Ports Dept. 
Tel: 07-2333613 
Fax: 09-2337666 
 

  
アジュマン Ajman Customs Dept. 

Director  
H.E. Sh. Mohammed Bin Abdulah Al Nuami 
Tel: 06-7470111 
Fax: 06-7470333 

  
ウムアルカイワイン Ahmed Bin Rashid Ports 

(Umm Al Quwain Ports & Customs) 
Mr. Murtaza K. Moosajee 
Director 
PO Box 279 
Umm Al Quwain 
UAE 
Tel: 06-7655882 
Fax: 06-7651552 
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第 17 章 検査機関の連絡先 

 
 

 
社名： ASK Incorporated 
 
住所： PO Box 11696 
 Dubai  
 United Arab Emirates 
 
Tel： +971 4 321 1131 
Fax： +971 4 321 0550 
Email： ask1@emriates.net.ae 
Website： www.askinc-uae.com  
 
 
社名： Arabian Anti-Piracy Alliance 
 
住所： City Tower 2, Office 401 
 Sheikh Zayed Road 
 PO Box 52194 
 Dubai 
 United Arab Emirates 

 
Tel： +971 4 332 2114 
Fax： +971 4 331 2214 
Email： scott@aaa.co.ae 
Website： www.aaa.co.ae 
 

 

第 18 章 検査代理業者の連絡先  

 
 

ＵＡＥの場合、当該当局が付託した見本の検査を犯罪立証機関が担当する。（例えば、

税関、警察、経済開発部商業保護課）したがって、権利所有者は商品の検査を代行して

もらうにあたり、現地の業者を指名する必要はない。  
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第 19 章 類似した商標を付けた商品でも押収できるのか、あるいは全く

同じ商標を付けた商品でないと押収できないのか？ 

 
知的所有権法に基づき、権利侵害行為が認められたとき、税関は商品を押収する職権を

有する。ただし、権利侵害かどうかが明瞭でない場合、訴訟を起こす前に権利侵害行為

の追認の裁判所命令を要求するよう、税関が権利所有者に依頼するのが一般的である。

裁判命令があれば、権利所有者が登録した商標と全く同じか、あるいはほぼ似ている商

標を付けているという、容疑をかけられた商品についての問い合わせが、直接税関に行

くのを押さえることができる。 
 
 

第 20 章 ＵＡＥおよび近隣諸国を通過する模倣品を防止する何らかの手

段が講じられているのか？ 手段を講じていない場合、何らかの規制が行

われているのか？ 

 
 

ＧＣＣ諸国を自由に移動できる商品の場合は税関の職権が及ぶので、ＧＣＣ関税法に基

づいて商品を検査した上で押収することができる。これは、税関や非税関の制限なしに、

ＧＣＣ関税同盟はＧＣＣ諸国間で自由に商品を移動できることを基本とする、ＧＣＣ諸

国の関税同盟の導入手続きで追認されていることである。ただし、その一方で禁止品お

よび規制品について念頭におくことが必要である。  
 
したがって、ドバイ税関が他のＧＣＣ国から到着した権利侵害品の貨物の通知を受けた

場合、ＧＣＣ関税法およびその他適用規制に基づき、職権に応じて措置を講じる準備を

するのが普通である。 
 
 

第 21章 差し止めはどの知的所有権（商標、意匠、著作権、特許）に基

づいているのか？税関当局は、どの知的所有権に基づいているか？ 
 
 

理論的には、商標、意匠、著作権、特許を含む知的所有権を根拠に、商品を押収する職

権を税関は有しているといえよう。ただし、案件が不明瞭な場合、税関は動かないのが

普通である。換言すれば、権利侵害であると追認した裁判所命令を権利所有者が手にす

るまで、特許権利侵害の訴訟について滅多に税関が措置を講じることはないということ

を意味している。  
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第 22 章 権利侵害者の行動例 

 
 

ＵＡＥおよびドバイは、屈指の積替拠点である。ＵＡＥはそれ自体が主要な商業センタ

ーとしても発展している。 
 
その結果、ＵＡＥで多発している侵害行為は、極東で製造された商品に結びつく。かか

る商品は、単に積み替えるためＵＡＥに入港することが多い。これは輸入商品について

も同じであるが、その後商品の一部または全部が他の商品と一緒にされ、地域内（中東

とかアフリカ）かヨーロッパに向けて再輸出される。  
 
模倣品がＵＡＥ市場で発見された場合、中東およびヨーロッパの市場に向けに、極東で

製造した大がかりな模倣問題として指摘されることが多い。 
 
 

第 23章 通関差し止めの抑止効果 
 
 

税関差し止めには当然ながら抑止効果があり、殊に輸入業者が税関のブラックリストに

載っている場合、輸入業者に対して刑事訴訟手続きを伴った押収を行った場合、特に絶

大な抑止効果がある。ただし、侵害商品の再輸出を税関が許可したために、抑止効果が

全く生じないという問題が一方にある。 
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補遺Ａ 

委任状見本 
 )أ(مرفق 

 نموذج وآالة قانونية
  
  

委任状 وآالة قانونية 
  

この委任状 は、権利者(社名)(所在地)のため
の正式代理人である……………………から
提出された。 
 

 مѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧن قѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧبل هѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧذه الوآالѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة القانونѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧية أعطيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧت 
بصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧفتي الممѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧثل ……………………………… 

وعѧѧѧѧѧѧѧنوانها ") الشѧѧѧѧѧѧѧرآة] ("صѧѧѧѧѧѧѧاحب الحѧѧѧѧѧѧѧق [المفѧѧѧѧѧѧѧوض أصѧѧѧѧѧѧѧولاً عѧѧѧѧѧѧѧن   
 :وأعين بموجب هذا] العنوان[

  

指定された者の氏名 ]إسم الشخص المعين[ 

  

（弁護士）以下に言及しているように、真

正で法的に資格のある弁護士として訴訟を

提起し、会社の名の下で、会社の代理とし

て、訴訟の全部あるいは一部を実施し、履

行する。 

ليتصѧѧѧѧѧرف آوآѧѧѧѧѧيل فعلѧѧѧѧѧي وقانونѧѧѧѧѧي للشѧѧѧѧѧرآة عѧѧѧѧѧن وباسѧѧѧѧѧم       ") الوآѧѧѧѧѧيل("
ونѧѧѧѧѧѧيابة عѧѧѧѧѧѧن الشѧѧѧѧѧѧرآة لѧѧѧѧѧѧيقوم بفعѧѧѧѧѧѧل وتنفѧѧѧѧѧѧيذ آѧѧѧѧѧѧل وأي مѧѧѧѧѧѧن الأفعѧѧѧѧѧѧال         

 :الأشياء المذآورة هنا فيما بعد وللوآيل القيام بما يليو

  

1. 種類と性質がなんであれ、あらゆる

書類の署名、変更、訂正、および連

邦政府、地方政府、その他部門で必

要とされる、ありとあらゆる申請書

の提出およびフォーローアップなど

を含み、商標、特許、意匠、著作

権、役務標章、ロゴ、ノウハウ（以

下、本委任状において「知的所有

権」と言う）に関連して、一般に会

社を代表する。 

 مѧѧѧѧتعلق تمثѧѧѧѧيل الشѧѧѧѧرآة بصѧѧѧѧفة عامѧѧѧѧة فѧѧѧѧيما يتصѧѧѧѧل بѧѧѧѧأي أمѧѧѧѧر      -1
أو متصѧѧѧѧѧѧѧѧѧل بالعلامѧѧѧѧѧѧѧѧѧات الѧѧѧѧѧѧѧѧѧتجارية وبѧѧѧѧѧѧѧѧѧراءات الاخѧѧѧѧѧѧѧѧѧتراع    
والتصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاميم وحقѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوق التألѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧيف وعلامѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧات الخدمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة     

يشѧѧѧѧѧار إلѧѧѧѧѧيها فѧѧѧѧѧي هѧѧѧѧѧذه الوآالѧѧѧѧѧة (والشѧѧѧѧѧعارات والكيفѧѧѧѧѧية الفنѧѧѧѧѧية 
مѧѧѧѧѧѧѧن ضѧѧѧѧѧѧѧمن ذلѧѧѧѧѧѧѧك دون ") حقѧѧѧѧѧѧѧوق الملكѧѧѧѧѧѧѧية الفكѧѧѧѧѧѧѧرية"بѧѧѧѧѧѧѧـ 

تحديѧѧѧѧѧد توقѧѧѧѧѧيع وتغيѧѧѧѧѧير وتعديѧѧѧѧѧل آافѧѧѧѧѧة المسѧѧѧѧѧتندات مهمѧѧѧѧѧا آѧѧѧѧѧان 
يѧѧѧѧѧѧѧѧѧم ومѧѧѧѧѧѧѧѧѧتابعة آѧѧѧѧѧѧѧѧѧل وأي مѧѧѧѧѧѧѧѧѧن   نوعهѧѧѧѧѧѧѧѧѧا أو طبيعѧѧѧѧѧѧѧѧѧتها وتقد 

الطلѧѧѧѧѧѧѧѧبات التѧѧѧѧѧѧѧѧي تكѧѧѧѧѧѧѧѧون مطلوبѧѧѧѧѧѧѧѧة أو ضѧѧѧѧѧѧѧѧرورية لѧѧѧѧѧѧѧѧدى أي   
 دائرة حكومية إتحادية أو بلدية أو غيرها؛

  

  

2. ありとあらゆる申立、要求、権利侵

害訴訟、その他訴訟（法廷、裁判

所、仲裁陪審員、政府部門（税関を

含む）などを含むがこれに限定され

るものではない）、あるいは会社が

関心を持つと思われる知的所有権に

関係する民事訴訟、刑事訴訟、行政

訴訟などの提起、弁護、応酬、反

論、調停、和解、譲渡、撤退、中

断、放棄（全部あるいは一部）など

を行う。（申立） 

إقامѧѧѧѧѧѧة والدفѧѧѧѧѧѧاع فѧѧѧѧѧѧي وإجابѧѧѧѧѧѧة والإعѧѧѧѧѧѧتراض علѧѧѧѧѧѧى    -2
وإدارة وتسѧѧѧѧѧѧوية وتصѧѧѧѧѧѧفية والتوفѧѧѧѧѧѧيق فѧѧѧѧѧѧي وسѧѧѧѧѧѧحب   

) بشѧѧѧѧѧѧѧѧكل آѧѧѧѧѧѧѧѧامل أو جزئѧѧѧѧѧѧѧѧي (وتѧѧѧѧѧѧѧѧرك أو التѧѧѧѧѧѧѧѧنازل 
عѧѧѧѧѧѧѧѧن أي إدعѧѧѧѧѧѧѧѧاء أو طلѧѧѧѧѧѧѧѧب أو تعѧѧѧѧѧѧѧѧدي أو دعѧѧѧѧѧѧѧѧوى 

بمѧѧѧѧѧѧا (أو أيѧѧѧѧѧѧة إجѧѧѧѧѧѧراءات أخѧѧѧѧѧѧرى مѧѧѧѧѧѧن أي نѧѧѧѧѧѧوع    /و
فѧѧѧѧѧѧي ذلѧѧѧѧѧѧك علѧѧѧѧѧѧى سѧѧѧѧѧѧبيل المѧѧѧѧѧѧثال ولѧѧѧѧѧѧيس الحصѧѧѧѧѧѧر     

حكѧѧѧѧѧيم أمѧѧѧѧѧام أيѧѧѧѧѧة محكمѧѧѧѧѧة أو هيѧѧѧѧѧئة أو     إجѧѧѧѧѧراءات الت
سѧѧѧѧѧواء آانѧѧѧѧѧت مدنѧѧѧѧѧية  ) هيѧѧѧѧѧئة تحكѧѧѧѧѧيم أو غѧѧѧѧѧير ذلѧѧѧѧѧك  

أو جنائѧѧѧѧѧѧية أو إداريѧѧѧѧѧѧة أو غѧѧѧѧѧѧير ذلѧѧѧѧѧѧك التѧѧѧѧѧѧي تѧѧѧѧѧѧتعلق   
بأيѧѧѧѧѧѧة حقѧѧѧѧѧѧوق ملكѧѧѧѧѧѧية فكѧѧѧѧѧѧرية لهѧѧѧѧѧѧا صѧѧѧѧѧѧلة بالشѧѧѧѧѧѧرآة 

 ؛")الإدعاء("

  

3. あらゆる知的所有権あるいは主張に عѧѧѧѧن أيѧѧѧѧة حقѧѧѧѧوق   ) بشѧѧѧѧكل آلѧѧѧѧي أو جزئѧѧѧѧي  (التѧѧѧѧنازل  -3
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ついて、会社の権利（全部あるいは

一部）を放棄する。 
للشѧѧѧѧѧѧرآة بشѧѧѧѧѧѧأن أيѧѧѧѧѧѧة حقѧѧѧѧѧѧوق للملكѧѧѧѧѧѧية الفكѧѧѧѧѧѧرية أو     

 أي إدعاء؛
  

4. 関心のある他者と連携した、上文に

おいて言及しているあらゆる行動や

事物を是認する。 

أن يѧѧѧѧѧѧѧѧتفقوا علѧѧѧѧѧѧѧѧى القѧѧѧѧѧѧѧѧيام بѧѧѧѧѧѧѧѧأي مѧѧѧѧѧѧѧѧن الأعمѧѧѧѧѧѧѧѧال      -4
والأشѧѧѧѧѧياء التѧѧѧѧѧي سѧѧѧѧѧبق ذآѧѧѧѧѧرها مѧѧѧѧѧع أي شѧѧѧѧѧخص أو      

 أشخاص آخرين لهم صلة بها؛
  

5. 前述の権限および権力を一層有効に

行使することを目的に、会社のため

あるいは会社の代理として行動し、

助言してもらうため、事務弁護士、

擁護者、その他プロのアドバイザー

を保持し雇用する。 

مѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧن أجѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧل تنفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧيذ أفضѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧل وأآѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧثر فعالѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧية   -5
للصѧѧѧѧѧѧѧѧلاحيات والسѧѧѧѧѧѧѧѧلطات السѧѧѧѧѧѧѧѧابقة الذآѧѧѧѧѧѧѧѧر أو أي    
مѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧنها أن يقومѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوا بالحفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاظ علѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧى وتعييѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧن    
مستشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧارين قانونييѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧن أو وآѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلاء بѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧراءات  

أو /ومحاميѧѧѧѧѧѧѧѧѧن ومستشѧѧѧѧѧѧѧѧѧارين مهنييѧѧѧѧѧѧѧѧѧن آخريѧѧѧѧѧѧѧѧѧن و 
 لѧѧѧѧѧتقديم وآѧѧѧѧѧلاء العلامѧѧѧѧѧات الѧѧѧѧѧتجارية علѧѧѧѧѧى التوالѧѧѧѧѧي    

الاستشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧارات والعمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧل لصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧالح أو لتمثѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧيل  
 الشرآة؛

  

6. 上述の目的もしくは事項のすべて又

はいずれかのために又はそれらに関

連して必要とされるすべての捺印証

書、契約書、法律文書、行為及び事

柄について、作成（公証人の面前か

否かは問わない）、署名、締結、確

認、完全化及び実行すること。 

) سѧѧѧѧѧѧواء أمѧѧѧѧѧѧام آاتѧѧѧѧѧѧب العѧѧѧѧѧѧدل أو غѧѧѧѧѧѧيره (أن يѧѧѧѧѧѧنفذوا  -6
ويوقعѧѧѧѧѧѧѧوا ويدخلѧѧѧѧѧѧѧوا فѧѧѧѧѧѧѧي ويقѧѧѧѧѧѧѧروا بѧѧѧѧѧѧѧـ ويѧѧѧѧѧѧѧتمموا       

ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧيات  ويقومѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧال والاتفاقѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة الأفعѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوا بكاف
والمسѧѧѧѧѧѧѧتندات والأعمѧѧѧѧѧѧѧال التѧѧѧѧѧѧѧي تتطلѧѧѧѧѧѧѧبها أو تكѧѧѧѧѧѧѧون 
ذات صѧѧѧѧѧѧѧلة بѧѧѧѧѧѧѧأي مѧѧѧѧѧѧѧن أو آѧѧѧѧѧѧѧل مѧѧѧѧѧѧѧن الأهѧѧѧѧѧѧѧداف أو  

 الأمور المذآورة أعلاه؛ و

  

7. 弁護士のため、また弁護士の代わり

として動いてもらうため、他人に委

任状を任せる、あるいは与える。 

أو مѧѧѧѧѧѧѧѧنح سѧѧѧѧѧѧѧѧلطات الوآѧѧѧѧѧѧѧѧيل الѧѧѧѧѧѧѧѧى  /الإنابѧѧѧѧѧѧѧѧة بѧѧѧѧѧѧѧѧـ و -7
النѧѧѧѧѧѧѧѧيابة الآخريѧѧѧѧѧѧѧѧن للتصѧѧѧѧѧѧѧѧرف آوآѧѧѧѧѧѧѧѧلاء لأجѧѧѧѧѧѧѧѧل وب

 .عن الوآلاء
  

委任状に関するすべての通知書、命令書、

伝言、証明書を、業務の一環として、弁護

士宛てに会社の住所に送付するよう私は要

求する。 

وأرجѧѧѧѧѧѧѧѧو أن يѧѧѧѧѧѧѧѧتم توجѧѧѧѧѧѧѧѧيه آافѧѧѧѧѧѧѧѧة الاخطѧѧѧѧѧѧѧѧارات والطلѧѧѧѧѧѧѧѧبات الرسѧѧѧѧѧѧѧѧمية    
والمراسѧѧѧѧѧѧلات والشѧѧѧѧѧѧهادات الخاصѧѧѧѧѧѧة بѧѧѧѧѧѧأي أمѧѧѧѧѧѧر تѧѧѧѧѧѧم ذآѧѧѧѧѧѧره فѧѧѧѧѧѧي هѧѧѧѧѧѧذه     
الوآالѧѧѧѧѧѧة القانونѧѧѧѧѧѧية ليѧѧѧѧѧѧتم إعѧѧѧѧѧѧلان الوآѧѧѧѧѧѧيل بهѧѧѧѧѧѧا علѧѧѧѧѧѧى عѧѧѧѧѧѧنوان الشѧѧѧѧѧѧرآة     

 :التالي

  

<日付>  ]إسم وعنوان الشخص المعين[ 

  

私は以下に宣言する。 ما يليهذا وأعلن بموجبه : 

   

(i) 本委任状の破棄および弁護士が破棄

を知るまでの間、弁護士によって行

われたことすべてを含め、本委任状

に基づいて法廷代理人が行うことに

ついて、それが何であれ会社は承

認、承認に同意、追認する。 
 

تقѧѧѧѧѧѧر الشѧѧѧѧѧѧرآة بموجѧѧѧѧѧѧبه وتوافѧѧѧѧѧѧق علѧѧѧѧѧѧى اقѧѧѧѧѧѧرار وتأآѧѧѧѧѧѧيد أي        )أ(
لوآѧѧѧѧѧيل بمقتضѧѧѧѧѧى الوآالѧѧѧѧѧة القانونѧѧѧѧѧية هѧѧѧѧѧذه     شѧѧѧѧѧيء يقѧѧѧѧѧوم بѧѧѧѧѧه ا  

بمѧѧѧا فѧѧѧي ذلѧѧѧك تأآѧѧѧيد مѧѧѧا يقѧѧѧوم بѧѧѧه الوآѧѧѧيل فѧѧѧي الوقѧѧѧت مѧѧѧا بيѧѧѧن            
الغѧѧѧѧѧѧاء هѧѧѧѧѧѧذه الوآالѧѧѧѧѧѧة القانونѧѧѧѧѧѧية والوقѧѧѧѧѧѧت الѧѧѧѧѧѧذي يصѧѧѧѧѧѧبح فѧѧѧѧѧѧيه  

 ذلك الالغاء معروفا لدى الوآيل؛
 

(ii) ここに会社は、本委任状によって弁 تقѧѧѧѧѧѧѧѧѧوم الشѧѧѧѧѧѧѧѧѧرآة بموجѧѧѧѧѧѧѧѧѧبه بѧѧѧѧѧѧѧѧѧتفويض وتخويѧѧѧѧѧѧѧѧѧل     )ب(
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護士に付与された権限の全てあるい

は一部を、弁護士が選択した他の人

物に委任でき、あるいは弁護士の自

由裁量で他の人物への委任を破棄し

たり承認したりすることが、弁護士

の自由裁量で行える権限を認定し付

与する。 
 

الوآѧѧѧѧيل بѧѧѧѧѧأن يقѧѧѧѧѧوم بالإنابѧѧѧѧة بمحѧѧѧѧѧض اختѧѧѧѧѧياره لكѧѧѧѧѧل   
أو بعѧѧѧѧѧض السѧѧѧѧѧلطات الممѧѧѧѧѧنوحة له بموجѧѧѧѧѧب هѧѧѧѧѧذه           
الوآالѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة القانونѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧية الѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧى شѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧخص آخѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧر أو     
أشѧѧѧѧѧخاص آخريѧѧѧѧѧن آمѧѧѧѧѧا يخѧѧѧѧѧتاره بنفسѧѧѧѧѧه وأن يلغѧѧѧѧѧي     

 أو يمنح مثل تلك الإنابة بمحض اختياره؛

(iii) 会社は、本委任状により弁護士に付

与した弁護士の権限を以て、その実

施した法律関連業務から直接的間接

的とを問わず派生する、種類と性質

が何であれ、ありとあらゆる費用、

主張、要求、責任、損害、出費（訴

訟費用含む）などから、常に弁護士

を保護し、弁護士を完全かつ効果的

に保護する。 
 

تقѧѧѧѧѧѧѧوم الشѧѧѧѧѧѧѧѧرآة فѧѧѧѧѧѧѧي آافѧѧѧѧѧѧѧѧة الأوقѧѧѧѧѧѧѧات بѧѧѧѧѧѧѧѧتعويض الوآѧѧѧѧѧѧѧѧيل     )ج(
والإبقѧѧѧѧѧاء علѧѧѧѧѧيه مؤمѧѧѧѧѧن تمامѧѧѧѧѧاً وفعلѧѧѧѧѧياً مѧѧѧѧѧن وضѧѧѧѧѧد أي وآѧѧѧѧѧل        

ات أو ديѧѧѧѧѧѧѧѧون أو خسѧѧѧѧѧѧѧѧائر أو تكالѧѧѧѧѧѧѧѧيف أو دعѧѧѧѧѧѧѧѧاوى أو مطالѧѧѧѧѧѧѧѧب
مهمѧѧѧѧѧѧا آѧѧѧѧѧѧان ) بمѧѧѧѧѧѧا فѧѧѧѧѧѧي ذلѧѧѧѧѧѧك التكالѧѧѧѧѧѧيف القانونѧѧѧѧѧѧية (تكالѧѧѧѧѧѧيف 

نوعهѧѧѧѧѧا أو طبيعѧѧѧѧѧتها والتѧѧѧѧѧي تنشѧѧѧѧѧأ بصѧѧѧѧѧورة مباشѧѧѧѧѧرة أو غѧѧѧѧѧير      
مباشѧѧѧѧѧѧѧѧѧرة عѧѧѧѧѧѧѧѧѧن الممارسѧѧѧѧѧѧѧѧѧة الشѧѧѧѧѧѧѧѧѧرعية بواسѧѧѧѧѧѧѧѧѧطة الوآѧѧѧѧѧѧѧѧѧيل 
للسѧѧѧѧѧلطات الممѧѧѧѧѧنوحة له بموجѧѧѧѧѧب هѧѧѧѧѧذه الوآالѧѧѧѧѧة القانونѧѧѧѧѧية؛              

 و
 

(iv) アラブ首長国連邦の法律に基づき、

あらゆる角度から本委任状を適用

し、解釈し、解明し、実施するこ

と。 
 

تخضѧѧѧѧѧع هѧѧѧѧѧذه الوآالѧѧѧѧѧة القانونѧѧѧѧѧية مѧѧѧѧѧن جمѧѧѧѧѧيع النواحѧѧѧѧѧي وتفهѧѧѧѧѧم    )د(
وتفسѧѧѧѧѧѧѧر ويسѧѧѧѧѧѧѧرى مفعولهѧѧѧѧѧѧѧا طѧѧѧѧѧѧѧبقا للقوانيѧѧѧѧѧѧѧن السѧѧѧѧѧѧѧارية فѧѧѧѧѧѧѧي  

 .دولة الإمارات العربية المتحدة
 

日付  
 

 ] للعام شهر[من  تحررت في هذا اليوم

署名： ………………………… وقعت من قبل الإسم :…………………………… 

正式代理人      سب الاصول عن                             الممثل المفوض ح 

<日付> No.………………….の………….に関
して、アラブ首長国連邦の外務省によって

公認された委任状に従う。 

وفقѧѧѧѧѧاً للوآالѧѧѧѧѧة القانونѧѧѧѧѧية المصѧѧѧѧѧدقة مѧѧѧѧѧن   ] صѧѧѧѧѧاحب الحѧѧѧѧѧق [
قѧѧѧѧѧѧѧѧبل وزارة الخارجѧѧѧѧѧѧѧѧية فѧѧѧѧѧѧѧѧي دولѧѧѧѧѧѧѧѧة الإمѧѧѧѧѧѧѧѧارات العربѧѧѧѧѧѧѧѧية 

    ............    تحѧѧѧѧѧѧѧѧѧت رقѧѧѧѧѧѧѧѧѧم ............... المѧѧѧѧѧѧѧѧѧتحدة فѧѧѧѧѧѧѧѧѧي 
                                           

 
                                             ...................................................... 

   署名             التوقيع .1
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権利所有者の代理人のレターヘッドにタイプ 

 
補遺 B  ب(مرفق( 

ドバイ税関宛ての書簡見本 2. نموذج خطاب إلى جمارك دبي 

<日付> ]التاريخ[ 

  

ファックスまたは手書き  

  

税関長 السيد مدير الجمارك المحترم 

ドバイ税関局 دائرة جمارك دبي 

港、税関、自由貿易地域企業  مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة 

秘書箱  63. ب. ص 63

ドバイ دبي 

  
  

拝啓 تحية طيبة وبعد 
  

ＵＡＥ向け商標付き製品の違法輸入 “<
日付>”  

الاسѧѧѧѧѧѧѧѧتيراد غѧѧѧѧѧѧѧѧير المشѧѧѧѧѧѧѧѧروع لمنѧѧѧѧѧѧѧѧتجات موسѧѧѧѧѧѧѧѧومة بالعلامѧѧѧѧѧѧѧѧة      
إلѧѧѧѧѧѧѧѧѧى دولѧѧѧѧѧѧѧѧѧة الإمѧѧѧѧѧѧѧѧѧارات   ]" العلامѧѧѧѧѧѧѧѧѧة الѧѧѧѧѧѧѧѧѧتجارية "[الѧѧѧѧѧѧѧѧѧتجارية 

 العربية المتحدة 
  

弊社は<日付>に申立する。弊社を代理人
として任命している委任状の写しを同封

する<日付>。 

، ]اسѧѧѧѧѧم صѧѧѧѧѧاحب الحѧѧѧѧѧق[نلفѧѧѧѧѧت عنايѧѧѧѧѧتكم الكѧѧѧѧѧريمة إلѧѧѧѧѧى أنѧѧѧѧѧنا نمѧѧѧѧѧثل  
ѧѧѧѧѧѧرفق طѧѧѧѧѧѧبها  ونѧѧѧѧѧѧم بموجѧѧѧѧѧѧي تѧѧѧѧѧѧية التѧѧѧѧѧѧة القانونѧѧѧѧѧѧم الوآالѧѧѧѧѧѧيه لاطلاعك
 ].اسم صاحب الحق[توآيلنا لتمثيل 

  

1. 弊社の顧客の権利 1.  حقوق موآلتنا 

  

弊社の顧客は、<日付>に関連して、以下
の登録商標の権利所有者である。 

تملѧѧѧѧѧك موآلتѧѧѧѧѧنا العلامѧѧѧѧѧات الѧѧѧѧѧتجارية المسѧѧѧѧѧجلة الآتѧѧѧѧѧية المѧѧѧѧѧتعلقة بѧѧѧѧѧـ     
 ]: وصف المنتجات[

  

<日付> ]موجز قيود العلامات التجارية[ 

  

弊社の顧客の登録証明の写しとともに、

本物の<日付>の見本を同封する。 
الأصѧѧѧѧѧѧѧلية  ] وصѧѧѧѧѧѧѧف المنѧѧѧѧѧѧѧتجات  [نѧѧѧѧѧѧѧرفق لسѧѧѧѧѧѧѧيادتكم عيѧѧѧѧѧѧѧنة مѧѧѧѧѧѧѧن    

 . بالإضافة إلى صور عن شهادات تسجيل موآلتنا

  

2. 申立の背景 2.  وقائع الشكوى 

  

<日付> ]ت المتصلة بالشكوى وتفاصيل الشحنةموجز المعلوما[ 

  

3. 申立 3.  الشكوى 

  

弊社の顧客の証人を受けていない人物に

よる、顧客の商標を付けた製品のＵＡＥ

への「<日付>」輸入および販売は、以下

إن اسѧѧѧѧѧѧѧѧѧتيراد وبѧѧѧѧѧѧѧѧѧيع منѧѧѧѧѧѧѧѧѧتجات موسѧѧѧѧѧѧѧѧѧومة بالعلامѧѧѧѧѧѧѧѧѧة الѧѧѧѧѧѧѧѧѧتجارية  
داخѧѧѧѧѧѧѧѧѧل دولѧѧѧѧѧѧѧѧѧة الإمѧѧѧѧѧѧѧѧѧارات العربѧѧѧѧѧѧѧѧѧية    ]" العلامѧѧѧѧѧѧѧѧѧة الѧѧѧѧѧѧѧѧѧتجارية "[
لمѧѧѧѧتحدة مѧѧѧѧن قѧѧѧѧبل أيѧѧѧѧة جهѧѧѧѧة غѧѧѧѧير مѧѧѧѧرخص لهѧѧѧѧا مѧѧѧѧن قѧѧѧѧبل موآلتѧѧѧѧنا    ا

يشѧѧѧѧѧكل خѧѧѧѧѧرقاً فاضѧѧѧѧѧحاً لجملѧѧѧѧѧة مѧѧѧѧѧن الأحكѧѧѧѧѧام القانونѧѧѧѧѧية الѧѧѧѧѧنافذة فѧѧѧѧѧي  
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のようにＵＡＥにおけるさまざまな法規

定の違反である。 
 :دولة الإمارات العربية المتحدة، بما فيها

  

(a) 商習慣公布に関する 1993 年制定
の連邦法 No.18、殊に第 65条およ
び第 66条 

 الخѧѧѧѧѧѧاص 1993لسѧѧѧѧѧѧنة ) 18(القѧѧѧѧѧѧانون الاتحѧѧѧѧѧѧادي رقѧѧѧѧѧѧم    . أ
ية، وعلѧѧѧѧѧѧѧѧى وجѧѧѧѧѧѧѧѧه الخصѧѧѧѧѧѧѧѧوص  بالمعѧѧѧѧѧѧѧѧاملات الѧѧѧѧѧѧѧѧتجار 

  منه؛ 66 و 65المادتين 

 

(b) 商取引における詐欺および欺瞞の

防止に関する 1979年制定の連邦法
No.4、殊に第 1/4条 

 فѧѧѧѧѧѧي شѧѧѧѧѧѧأن 1979لسѧѧѧѧѧѧنة ) 4(القѧѧѧѧѧѧانون الاتحѧѧѧѧѧѧادي رقѧѧѧѧѧѧم   . ب
قمѧѧѧѧѧѧѧع الغѧѧѧѧѧѧѧش والتدلѧѧѧѧѧѧѧيس فѧѧѧѧѧѧѧي المعѧѧѧѧѧѧѧاملات الѧѧѧѧѧѧѧتجارية،   

  منه؛ 1/4وعلى وجه الخصوص المادة 

 

(c) 商取引における詐欺および欺瞞の

防止に関する 1979年制定の連邦法
No.4 に関する、行政規制について
の 1984 年制定の行政決定 No.6、
殊に第 5、6、7条。 

 باللائحѧѧѧѧѧѧѧة 1984لسѧѧѧѧѧѧنة  ) 26(القѧѧѧѧѧѧرار الѧѧѧѧѧѧوزاري رقѧѧѧѧѧѧѧم    . ج
 فѧѧѧѧѧѧي شѧѧѧѧѧѧأن  1979لسѧѧѧѧѧѧنة ) 4(التنفѧѧѧѧѧѧيذية للقѧѧѧѧѧѧانون رقѧѧѧѧѧѧم   

قمѧѧѧѧѧѧѧع الغѧѧѧѧѧѧѧش والتدلѧѧѧѧѧѧѧيس فѧѧѧѧѧѧѧي المعѧѧѧѧѧѧѧاملات الѧѧѧѧѧѧѧتجارية ، 
  منه؛ 7، 6، 5وعلى وجه الخصوص المواد 

  

(d) 1992 年制定の連邦法 No.37 のパー
ト 6を編入した商標について 2002
年制定の連邦法 No.8  

) 37(الѧѧѧѧѧѧباب السѧѧѧѧѧѧادس مѧѧѧѧѧѧن القѧѧѧѧѧѧانون الإتحѧѧѧѧѧѧادي رقѧѧѧѧѧѧم      . د
) 8( المعѧѧѧѧѧѧѧدل بالقѧѧѧѧѧѧѧانون الإتحѧѧѧѧѧѧѧادي رقѧѧѧѧѧѧѧم   1992لسѧѧѧѧѧѧѧنة 

  في شأن العلامات التجارية؛ و 2002لسنة 

  

(e) 湾岸協力会議共通関税法、殊に

XIII 節および第 24条 
قѧѧѧѧѧѧѧانون الجمѧѧѧѧѧѧѧارك الموحѧѧѧѧѧѧѧد لѧѧѧѧѧѧѧدول مجلѧѧѧѧѧѧѧس الѧѧѧѧѧѧѧتعاون     . هـ

 24الخليجѧѧѧѧѧѧѧѧѧي وعلѧѧѧѧѧѧѧѧѧى وجѧѧѧѧѧѧѧѧѧه الخصѧѧѧѧѧѧѧѧѧوص المѧѧѧѧѧѧѧѧѧادة     
  منه؛ 13م والقس

  

上述に照らし合わせてみて、弊社の顧客

ではなく第三者によって、「<日付>」を
記載している<日付>のＵＡＥへの違法輸
入を防止するため、湾岸協力会議共通関

税法に基づき、貴権限を使用するよう要

求する。殊に要求するのは以下の通りで

ある。 

فѧѧѧѧѧي ضѧѧѧѧѧوء مѧѧѧѧѧا تقѧѧѧѧѧدم فإنѧѧѧѧѧنا نѧѧѧѧѧتوجه لسѧѧѧѧѧعادتكم بضѧѧѧѧѧرورة اسѧѧѧѧѧتخدام  
سѧѧѧѧѧѧѧلطاتكم بموجѧѧѧѧѧѧѧب قѧѧѧѧѧѧѧانون الجمѧѧѧѧѧѧѧارك الموحѧѧѧѧѧѧѧد لѧѧѧѧѧѧѧدول مجلѧѧѧѧѧѧѧس    

لѧѧѧѧѧѧتعاون الخليجѧѧѧѧѧѧي للحѧѧѧѧѧѧيلولة دون حѧѧѧѧѧѧدوث أيѧѧѧѧѧѧة عملѧѧѧѧѧѧية اسѧѧѧѧѧѧتيراد     ا
الموسѧѧѧѧѧѧومة بالعلامѧѧѧѧѧѧة  ] وصѧѧѧѧѧѧف المنѧѧѧѧѧѧتجات [غѧѧѧѧѧѧير مشѧѧѧѧѧѧروعة لѧѧѧѧѧѧـ   

إلѧѧѧѧѧѧى داخѧѧѧѧѧѧل الدولѧѧѧѧѧѧة مѧѧѧѧѧѧن قѧѧѧѧѧѧبل  ]" العلامѧѧѧѧѧѧة الѧѧѧѧѧѧتجارية"[الѧѧѧѧѧѧتجارية 
 :أي طرف آخر غير موآلتنا، وتوخياً للدقة فإننا نرجوا

  

(i) 貴担当官によって押収するため、

上記第 2 節にて言及している貨物
の一部から、全模倣品に関する手

配をすること。  

قѧѧѧѧѧيام موظفѧѧѧѧѧيكم باتخѧѧѧѧѧاذ آافѧѧѧѧѧة التدابѧѧѧѧѧير اللازمѧѧѧѧѧة لضѧѧѧѧѧبط   )1
آافѧѧѧѧѧѧة المنѧѧѧѧѧѧتجات المخالفѧѧѧѧѧѧة التѧѧѧѧѧѧي تشѧѧѧѧѧѧكل جѧѧѧѧѧѧزءاً مѧѧѧѧѧѧن     

  أعلاه؛2البضاعة المشار إليها في البند 

  

(ii) 本貨物に関して入手できる全情報

を弊社に伝えること。 
تѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧزويدنا مشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧكورين بكافѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة المعلومѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧات التѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧي      )2

تتمكѧѧѧѧѧѧѧنون مѧѧѧѧѧѧѧن الحصѧѧѧѧѧѧѧول علѧѧѧѧѧѧѧيها بخصѧѧѧѧѧѧѧوص هѧѧѧѧѧѧѧذه      
 الشحنة؛ و

  

(iii) 検察官に貴訴訟を提起すること

で、関係者が起訴されるようにす

ること。  

إحالѧѧѧѧѧة الملѧѧѧѧѧف إلѧѧѧѧѧى النѧѧѧѧѧيابة العامѧѧѧѧѧة ليصѧѧѧѧѧار إلѧѧѧѧѧى اتخѧѧѧѧѧاذ   )3
 .الإجراءات الجنائية بحق الأطراف المعنية
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4. 担保 4. تعهد 
  
弊社の顧客は、本件について税関に対し

進んで金銭面の担保を差し入れる。 
ترغѧѧѧѧѧѧѧب موآلتѧѧѧѧѧѧѧنا فѧѧѧѧѧѧѧي تقديѧѧѧѧѧѧѧم تعهѧѧѧѧѧѧѧد مناسѧѧѧѧѧѧѧب إلѧѧѧѧѧѧѧى      

 .الجمارك فيما يتعلق بهذا الأمر
  
進捗状況について間断なくお知らせいた

だきたい。当面にわたり、本告訴につい

てお手伝いできるものがあり、また詳細

情報が必要であれば、遠慮なく問い合わ

せて欲しい。<日付>. 

ونثمѧѧѧѧѧِّن لكѧѧѧѧѧم عالѧѧѧѧѧياً إبلاغѧѧѧѧѧنا بآخѧѧѧѧѧر الѧѧѧѧѧتطورات فѧѧѧѧѧيما يѧѧѧѧѧتعلق بهѧѧѧѧѧذا      
وفѧѧѧѧѧي غضѧѧѧѧѧون ذلѧѧѧѧѧك إذا مѧѧѧѧѧا احتجѧѧѧѧѧتم لأيѧѧѧѧѧة مسѧѧѧѧѧاعدة       . الموضѧѧѧѧѧوع

فية بهѧѧѧѧذا مѧѧѧѧنا فѧѧѧѧيما يѧѧѧѧتعلق بهѧѧѧѧذه الشѧѧѧѧكوى أو لأيѧѧѧѧة معلومѧѧѧѧات إضѧѧѧѧا       
اسѧѧѧѧѧѧѧم [الخصѧѧѧѧѧѧѧوص فѧѧѧѧѧѧѧنرجوا أن لا تѧѧѧѧѧѧѧترددوا فѧѧѧѧѧѧѧي الاتصѧѧѧѧѧѧѧال بѧѧѧѧѧѧѧـ   

 ].  الشخص

  

本件に関してのご協力に感謝する。 شاآرين لكم حسن تعاونكم في هذا الأمر . 

  

敬具 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير 

  
  

<日付> ]اسم ممثل صاحب الحق[ 
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補遺Ｃ 
ＧＣＣ諸国の共通関税法 

 
 
パート 1－ 用語の定義 

 
第 2条 

 
本法、注釈、実施規則にて言及されているか否かを問わず、以下の単語および表現の場

合、文脈にそぐわない場合を除き、以下に定義された意味を持つものとする。 
 
1. 「理事会」とは、湾岸協力会議を意味する。   

 
2. 「大臣」とは、税関当局を管轄する大臣を意味する。  

 
3. 「管轄当局」とは、税関を管轄する当局を意味する。 

 
4. 「長官」とは、税関当局の長官を意味する。 

 
5. 「局長」とは、税関事務局の局長を意味する。 

 
6. 「当局」とは、税関当局を意味する。 

 
7. 「税関事務局」とは、当局の支店がある海港、空港、陸港、その他の場所にあ

って、通関業務の全体あるいは一部を行うことのできる、大臣が指定した部門を

意味する。  
 
8. 「法律」とは、税関業務を規定する規則および条項、およびその他規則および

条項の追加および改正を意味する。 
 
9. 「税関管轄区」とは、通関管理および手続きの影響の及ぶ、以下に述べる陸あ

るいは海を意味する。 
  

(i)  税関管轄の海洋区域：海岸と領海線の間。 
  
(ii)  税関管轄の陸圏区域：一方の陸の国境線または海岸線と、他方の州境、あ

るいは大臣または管轄当局の決議文された他方の境界線の間の区域 
 
10. 「関税線」とは、本国と近隣諸国間、および本国を取り囲む海岸を分離する人

為的な国境線と一致する線を意味する。 
 
11. 「関税表」とは、商品、税、関税、品物の種類・特徴の規定および注釈が記載

された目録を意味する。 
 
12. 「関税」とは、本法条項に基づき商品に課せられた課税を意味する。 
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13.    「料金・手数料」とは、税関が提供した役務に対して徴収した金額を意味する。  
 
14.  「商品」とは、自然、材料、動物、農業、工業、知識などの製品を意味する。 

 
15.  「商品種類」とは、関税率目録の記載項目を意味する。 

 
16.  「実費または支払」とは、バイヤーが輸入した商品に対して、直接的間接的を

問わず、売り主に支払う合計金額を意味する。 
 

17.  「価値付き輸入商品」とは、通関のために価値を付けた商品を意味する。 
 
18.  「同一商品」とは、物理的特徴、品質、評判などを含め、あらゆる角度から見

て同一である商品を意味する。外観上多少の違いは、他の点が一致した商品を同

一商品とみなすことを妨げない。 
 

19.  「類似商品」とは、あらゆる面で同一ではないものの、似たような特徴、同一

機能を可能にする類似の材料、商品としての互換性を有する商品を意味する。商

品の品質、評判、商標の存在は、商品の類似性を判断する検討項目である。 
 

20. 「販売手数料」とは、売り手または工場と関係し、売り手のため、または代行

して行動する、代理店に支払われる手数料を意味する。  
 

21.  「梱包費」とは、ＧＣＣ諸国に出荷できるように商品を梱包するにあたって、

使用した労力や材料など、梱包あるいは包装にかかった全費用を意味する。（国

際交通の手段を除く）  
 

22.    「最大数量時の単価」とは、輸入された当時の状態のまま、あるいは輸入業者の
要請により輸入後に処理や加工を施した状態で、第三者に特定商品を販売した時

の単価を意味する。 
 
23.      「関係者」とは、以下の人たちを意味する。  
 

(a)  法的に承認されたビジネス・パートナー 
(b) 業務ごとの担当官あるいは局長 
(c)  雇用主と従業員 
(d) 直接的間接的とを問わず事業を所有している人、両方で 5％以上の議決権

のある発行済み株式を所有、支配、保有している人 
(e) 直接的間接的とを問わず他を支配している人 
(f) 直接的間接的とを問わず第三者によって支配されている両者 
(g) 直接的間接的とを問わず両者が支配している第三者 
(h) 同族構成員  
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24.  「評価協定」とは、1994 年制定の GATT 第 VII 条の実施に関する協定を意味す
る。 
 

25.  「商品原産地」とは、商品が天然資源、農産物、動物、工業製品のいずれであ

るかを問わず、産出された国を意味する。 
 

26.  「禁止品」とは、本法あるいはその他法律に基づき、輸入および輸出を禁止さ

れた商品を意味する。 
 

27.  「規制品」とは、本法あるいはその他法律に基づき、輸入および輸出を規制さ

れた商品を意味する。 
 
28.  「供給源」とは、商品の輸入先の国を意味する。 
 
29.  「輸入業者」とは、商品を輸入する自然人あるいは法人を意味する。 
 
30.  「輸出業者」とは、商品を輸出する自然人あるいは法人を意味する。 
 
31.  「積荷目録」とは、さまざまな輸送手段で運ばれる商品の、詳細な内容を記述

した書類を意味する。  
 

32.  「自由貿易地域」とは、国の関連法に基づき、商業活動ならびに工業活動が行

われる領土の一部を意味する。自由貿易地域に運び込まれる商品は、税関地帯外

にあるものと見なされ、通常の税関管理および手続きから免れる。 
 

33.  「免税店」とは、展示あるいは販売目的で、関税免除の適用を受ける商品を置

く、建物あるいは場所を意味する。 
 

34.  「税関申告書」とは、本法の条項に基づき、詳細に申告商品の特徴および数量

について記載した、商品の申告書あるいは輸入業者または代理店が提出した申告

書を意味する。  
 
35.  「倉庫」とは、政府、官公庁、投資家のいずれかが直接管理している場所ある

いは建物であり、通関手続きに基づいて保留中の商品を、一時的に保管する建物

あるいは場所を意味する。  
 

36.  「収納庫」とは、本法に記載された条項に基づき、関税を課せずに、税関当局

の監視の下で商品を保管する場所あるいは施設を意味する。 
 

37.  「運送業者」とは、交通手段の所有者あるいはその正式代理人を意味する。

（公的許可を受けている） 
 

38.  「指定ルート」とは、決議文に基づき、国内外に輸出品または輸入品の運送、

あるいは商品の通過について、大臣によって指定されたルートを意味する。 
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39.  「宝庫」とは、国庫を意味する。 
 
40.  「通関手続き」とは、本法で提供される手続にしたがって、輸入品、輸出品、

通過品などの税関申告を行うことを意味する。 
 

41.  「通関仲介業者」とは、他人のために通関手続きを代行する資格を持つ、法人

あるいは自然人を意味する。 
 

42.  「通関仲介業者の代理人」とは、通関手続きを補佐する資格を持つ、法人ある

いは自然人を意味する。 
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パート 2 
 
第 80条 
  
以下は自由貿易地域および免税店への持ち込みを許可されていない商品である。 
 
1.  管轄当局が明記した条件に基づき、自由貿易地域および免税店を管轄する当局に

よって許可された操業に必要な燃料を除く、可燃性商品 
  
2.  放射性材料 
  
3.   管轄当局の認可を受けていない、武器、弾薬、その他爆発性物質 
 
4. 管轄当局が発行した決議文に関連して、商業所有権、工業所有権、著作権保護に

関する法を犯している商品 
 
5.  あらゆる種類の麻薬およびその派生物 
 
6.  経済封鎖の対象国を原産地とする商品 
 
7.  本国への持ち込み禁止品：かかる商品のリストは各国で作成すること。 

 
 

第 24条 
 
本法、その他法律、決議文に基づき、本国の管轄当局が承認している商品を除き、税関

当局は禁止品、権利侵害品、規制品の持ち込み、通過、持ち出しを禁止する。  
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パート 3－XIII節（密輸関連） 
 
 

XIII節 
 

税関関連 
 

第 I章：密輸品検査 
 

 
第 122条 

 
a)  税関担当官は密輸に取り組むこととする。その目的のため、本法およびその他適

用法に基づき、税関担当官は商品および輸送手段を検査し、ボディーチェックを

行う職権を有する。 
 
b)  女性のボディーチェックは女性担当官のみが行うこととする。 
 
c) 禁制品であるという十分な証拠がある場合、かつ管轄当局から許可を得た後であ

る場合、適用法に基づき、税関担当官は家屋および店を調べる職権を有する。 
 
d) 税関担当官は、職権を適正に行使した上での損傷については、責任を負わないも

のとする。 
 
 

第 123条 
 

正式税関担当官は、管轄海港に錨を降ろしている船舶、入港しようとする船舶、出港し

ようとする船舶に乗船し、貨物が降ろされるまで船舶に留まり、かつ船舶全体を調べる

という職権を有する。 
 
 

第 124条 
 

正式税関担当官は、本法の条項に基づき、貨物目録およびその他必要書類の検査および

提示のため、税関領域にある船舶に乗船する職権を有する。当該書類の作成停止、当該

書類の欠落の場合、禁制品および禁止品が隠されているという疑いがある場合、税関担

当官は、そうした商品を押収するために必要なあらゆる手段を講じ、船舶を最寄りの税

関当局に誘導することができる。  
 
 

第 125条 
 

税関当局は、大臣または管轄当局によって制定された規則に基づき、税関当局の内外に

おいての密輸品の検査（摘発）にあたり、適切な措置を講じることができる。 
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第 126条 

 
密輸品の検査、商品押収、関税違反の立証は、以下に羅列してあるように、本国領土内

の全商品を対象に実施するものとする。 
 
1. 陸海両方の税関管轄区 
2.  税関事務所、海港、空港、その他税関の監視の及ぶ地域 
3.  相手が密輸を行おうとしているのが明白な状況下、税関管轄区内で発見した商品

の配達の追跡を継続する場合、陸および海の税関管轄区を越える範囲。  
 
 

第 127条 
 

 
税関担当官は、税関業務に関連するしないを問わず、書類、文書、記録、通信、商業契

約書、法律文書などを手にして調べる職権を有する。また、船会社および海運会社構内

で違法行為が行われ、通関作業に関与した自然人および法人が発見された場合、以上の

書類を押収する職権も有する。 
 

以上の違法行為を行った会社および人物は、必ず上記書類を通関作業の日から数えて 5
年間にわたり保管することとする。 
 

 
第 128条 

 
 
税関担当官は、違反を行ったあるいは行おうとした容疑者、もしくは以下の違反を行っ

た人物を拘留することができる。 
 

a)  密輸 
 
b)  禁制品の輸送または取得 
 
 

 
第 II章：押収報告書 

 
第 129条 

 
本法に示す実務に基づき、通関密輸の違反および犯罪に関する押収報告書は作成される

こととする。 
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第 130条 

 
違反・犯罪あるいは密輸を摘発した場合、少なくとも 2名の税関担当官が押収報告書を
すみやかに作成することとする。ただし、時と場合によっては 1人の税関担当官だけで
もよい。 

 
 

第 131条 
 

押収報告書は、以下の内容を記載することとする。 
 
1.  作成場所、日時（文および図） 
2.  違反を摘発した税関担当官、および押収報告書を作成した税関担当官の氏名、署

名および職位 
3.  違反者または密輸主犯格の氏名、国籍、身体的特徴、職業、具体的な住所 
4.  押収品、種類、数量、その金額およびタリフ番号 
5.  詳細情報、違反者または密輸主犯格による陳述、可能な場合は証人の陳述 
6.  違反者または密輸に関与した者で、同意の署名をした者もしくはその拒否した者

に、列挙した押収報告書にある指摘 
7.  その他の有益な書類ならびに商品目録の作成時における、違反者あるいは密輸に

関与した者の有無 
8.  禁止材料の立証のため、管轄当局に提示した押収禁制品の見本 
9.  禁制品の送付先の特定および受領の確認 
10.  密輸人に送付したセキュリティ要素および送付日時の特定 

 
 

第 132条 
 

a) 本法の第 130条および第 131条に基づき作成した押収報告書は、特に断りのない
限り、作成を担当した税関担当官が確認した重要事実の証左である。 

 
b)  押収報告書の形式だけの不備であれば、当該報告書は依然として有効性を保ち、

不備個所が重要事実に関するものでない限り、作成した税関担当者に送り返すこ

ともない。 
 
 

第 133条 
 

税関担当官は違法品および密輸品を押収でき、これは密輸品を隠匿した部材、輸送手段

（小型船舶、自動車、動物）も対象となる。ただし、密輸目的で特に仕立てたものでな

い限り、公共交通機関である船舶、飛行機、公共バスを除くものとする。 
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第 134条 
 

密輸あるいは密輸を試みた麻薬や類似品などは、本法および本国で効力を発する法律に

基づいて処分することとする。 
 
 
 

第 III章：予防（暫定）措置 
 

パート I：予防（暫定）押収 
 

第 135条 
 

 
a. 押収報告書を作成する税関担当官は、密輸品あるいは違法品、その隠匿およ

び輸送に使われたものを押収することができる。また、違反および密輸を証

明するため、および関税、税、罰金を確保するため、全書類を押収すること

ができる。 
 
b.  長官は、関税、税、罰金の確保、本件の最終決定および判決を実行を目的に、違

反者および密輸人の所有物の仮差し押さえを実施するため、必要に応じて管轄当

局が出した命令を下すことができる。 
 

 
第 136条 

 
長官は、必要に応じて、国庫確保のため、納税者またはそのパートナーの所有物に対し

て関税担保を課すことができる。  
 
 

第 137条 
 

身柄拘束が認められるのは、以下の場合に限る。 
 
1.  密輸違反の現行犯。 
2.  税関担当官あるいは保安担当官が密輸品の押収、関税違反にあたっている際、妨

害する形で抵抗した者、または当該事件に関与した者。 
3.   過料、罰金、賠償金などを科せられるのを回避するため、逃亡を試みかねない者。 

 
正式税関担当官または保安当局は、逮捕令状を出すこととする。身柄を拘束された者は、

逮捕された時点から 24時間以内に管轄裁判所に出頭することになる。 
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パート II：違反者および密輸容疑者の国外逃亡の防止 

 
 

第 138条 
 

長官またはその正式代理人は、押収品の価格では税、関税、罰金をカバーできない場合、

違反者および密輸容疑者の国外逃亡を防止するよう、管轄当局に依頼することができる。 
 

違反者または密輸容疑者が請求金額の保釈金を積んだ場合、押収品の価格が所要金額を

カバーできる額である場合、かかる防止命令を中止することができる。 
 

 
第 IV章：関税違反または犯罪 

 
 

第 139条 
 

本法にしたがい徴収した関税過料および押収品は、税関当局への民事賠償金と見なされ、

恩赦条項が適用されないものとする。 
 

 
第 140条 

 
複数の法律違反を犯した場合は罰金を違反ごとに科すものとする。ただし、それぞれの

違反が関連し合っていて、分けることができない場合、一番重い罰金を科すこととする。 
 
 

第 141条 
 

本法の第 142条に記載する密輸を除き、かつ効力ある国際協定に影響を与えることなく、
本法の履行の規則に基づき、以下の違反に対して罰金を科すこととする。 
 
1.  輸入および輸出違反 
2.  関税申告違反 
3.  輸送中の商品違反 
4.  収納庫違反 
5.  税関管轄下の領域違反 
6.  仮通関違反 
7.  再輸出違反 
8.  その他違反  
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第 V章：密輸または犯罪 

 
パートⅠ：密輸 

 
第 142条 

 
密輸行為とは、関税の全額あるいは一部を支払うことなく、あるいは本法および他の法

律に記載されている禁止条項および規制条項に反し、適用法に違反しての国外への持ち

出し、国内への持ち込み、あるいはその試みを行うことをいう。 
 

第 143条 
 
以下の行為は特に密輸と見なされる。 
1.  最初の到着港（税関事務所）で商品の通関手続きをしない。 
2.  商品を国内外に持ち込みあるいは持ち出しする際、指定のルートを通らない。  
3.  税関事務所に適用される法に反して貨物を陸揚げしたり船積みしたりする、ある

いは税関の海洋区域外で貨物を陸揚げしたり船積みしたりする。 
4.  本法の第 40 条の条項に反し、正式空港以外で航空貨物を違法に陸揚げしたり積

み込みしたり、あるいは飛行中に商品を投下したりする。 
5.  乗客による売り物となる商品の持ち込みを含み、積荷目録もなく、商品の輸出入

を通関に申告しない。 
6.  申告せずに税関事務所をパスした商品。 
7.  税関事務所に申告していない商品、普通はあるはずのない場所や空洞に隠した

商品などの発見。 
8. 税関をパスした後に発見された包装商品数で、その商品数および中身が一致して

おらず、かつ本法の第 VII章に記載されている関税が未払い状態のもの。本条項
は、本国を違法に通過した商品、または通関手続きを済ませずに通過した商品に

適用されるもので、その場合の責任は運搬者が負う。 
9.  関税未払いについて指摘してきた関税当局に対して、身の潔白を証明する証拠が

挙げられなかった場合。 
10.  通関手続きを完了することなく実施した、自由貿易地域、免税店、税関収納庫、

商店、税関管轄区などからの商品の持ち出し。 
11.  関税の全部あるいは一部を逃れるため、または禁止条項および規制条項を避ける

ための、虚偽、不正、捏造書類または一覧表の作成、あるいは偽マークの貼付。 
12.  合法輸入を示す証拠を提出せずに禁止品あるいは規制品を輸送または取得する。 
13.  関税管轄区内の通関当局に従って商品の輸送または取得をしているが、合法書類

がない。 
14.  輸出禁止品であるのにもかかわらず、何故か本国から輸出された品物で、本国に

再輸入できない品物。 
 
 
 
 



 42

 
パートⅡ：Part 2: 刑事責任 

 
第 144条 

 
密輸違反という刑事責任にあたっては、故意の存在が必要である。責任の判定には、適

用罰則を考慮することとする。以下は殊に刑事責任と見なされるものである。 
 
1. 主犯（違反者） 
2. 共犯者 
3. 煽動者および妨害者 
4.   禁制品の所有者 
5.  密輸に使用した交通機関のオーナー、および禁制品に関与したことが立証された

運転手、助手 
6. 禁制品を置いていた店および場所のオーナーおよび店子、あるいは店および場所

に禁制品の存在に気づいていたことが立証された受益者 
 
 

 
第 3章：刑罰 

 
第 145条 

 
本国の他の適用法に記載されている上位刑罰に影響されることなく、密輸および類似の

違反、およびそれらの試みは、以下のように罰せられるものとする。 
 

1. 密輸品が高関税を課けられるものである場合、刑罰として一般に関税を課す場

合の 2 倍の罰金を科すこと。および品物の値段の 2 倍以上を科してはならず、
留置期間は 1ヶ月以上 1年以内とする。 
 

2. 他の商品の場合、刑罰として一般に関税を課す場合の 2 倍以上の罰金を科すこ
と。および品物の値段以上を科してはならず、留置期間は 1 ヶ月以上 1 年以内
とする。 
 

3. 免税扱いの密輸品の場合、刑罰として一般に関税を課す場合の 10％以上の罰金
を科すこと。および品物の値段以上を科してはならず、留置期間は 1ヶ月以上 1
年以内とする。 

 
4. 密輸品が禁止品の場合、刑罰として品物の値段以上で 3 倍以内の罰金を科し、

留置期間は 6カ月以上 3年以内とする。 
 

5. 商品が押収されなかった場合、密輸品の没収または価格と同等の罰金を科すこ

と。 
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6.  商品が押収されなかった場合、密輸に使われた輸送手段、工具、材料の押収。密

輸目的で仕立てたり雇用したりしたのでない限り、船舶、飛行機、汽車、公共車

などの公共交通機関を除く。または価格と同等の罰金を科すこと。 
 
7.  再犯の場合、罰金が 2倍となる。 

 
 

第 146条 
 

密輸人が逃亡した場合、および密輸人の身柄を拘束できず、従って密輸品の販売ができ

なかった場合、長官は、本法の第 14 節の条項に基づき、商品を保持し、輸送手段を差
し押さえることができる。また、売上日から 1年経つまでに身柄を拘束できなかった場
合、密輸品の販売による収益を政府に渡すこととする。その期間内に密輸人の身柄を拘

束して出廷させ、密輸品押収の命令が下りた場合、押収令状が販売収益に適用されるこ

ととする。 
 
 
 

 
第 VI章：起訴（追跡） 

 
パートⅠ：行政起訴（追跡） 

 
第 147条 

 
a)  長官は、相手が支払わなかった関税および罰金徴収のため、命令を下すことがで

きる。 
 
b)  徴収命令に対する異議申し立ては、通知日から 15 日以内に税関に対して行うこ

ととする。それでも、銀行保証または現金で請求額が口座に振り込まれなければ、

命令（判決）の実行が延期されることはない。 
 
 

第 148条 
 
a)  長官または正式代理人の判断によって、本節の第 5章に記載されている罰金は科

されるものとする。 
b)   違反者または代理人に対して、管轄当局は罰金を科する旨の書面通告を行うこ

ととする。違反者は通告の日付から 15日以内に支払うこととする。 
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第 149条 
 

上記条項にて言及している有罪命令（判決）に対する上訴は大臣または管轄当局に対し、

同期間内に行うこととし、大臣または管轄当局は有罪判決の追認、訂正、却下を行う権

限を有する。 
 
 
 
 

 
パート Ⅱ：密輸違反者の告発 

 
 

第 150条 
 

長官の書面による要請がある場合、密輸違反者への告訴を再検討する。 
 
 

パートⅢ：懐柔的和解（譲渡） 
 

第 151条 
 
a) 関係者の書面による要請に基づき、長官またはその正式代理人は、本法の第 145

条に記載されている刑罰および罰金を課す代わりに、訴訟に持ち込む前か、ある

いは訴訟が審理中で税関のペナルティとなる即時判決が出される前に、密輸問題

に関して示談（調停）することとする。 
 

b)  大臣あるいは管轄当局の決議文として、和解規準を発行する。 
 
 

第 152条 
 

第 150条に基づき、和解（示談）は以下の通りとする。 
 

1. 禁制品が高関税品である場合、罰金は関税の 2倍以上を科し、かつ商品価格の 2
倍を超えないこと。  
 

2. その他の品物の場合、罰金は本来の関税額以上を科し、商品価格の 50％を超え
ないこと。  

 
3. 密輸品が関税とは無縁の商品（免税）の場合、罰金は商品価格の 10％以上を科

し、商品価格の 50％を超えないこと。 
 
4. 禁止されている密輸品である場合、罰金は商品価格以上を科し、商品価格の 3

倍を超えないこと。 
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5. 問題となっている密輸品の押収、解除、再輸出（全部あるいは一部） 

 
6. 輸送手段および密輸品に使用された道具および材料の押収。ただし、密輸品を

違法輸入する目的で特別に仕立てたりレンタルしたのでない限り、公共の交通

機関である船舶、飛行機、自動車を除く。 
 
 

第 153条 
 

和解に達した場合、告訴（主張）を取り下げることとする。 
 
 
 

第 VII章：: 責任および連帯責任 
 
 

第 154条 
 

a.  証拠物件がある場合、違反および密輸違反に関する重大な民事責任となる。誠実
および無知などは考慮に入れない。ただし、不可抵抗力の犠牲者と判明した場合、
いかなる違反や密輸行為もしておらず、あるいは違反や密輸行為をしようと試み

ていないことを証明した場合、違反者は責任から逃れられるものとする。  
 
 

b.  民事責任には、違反者および密輸人の他、密輸に関わった者、資金提供者、スポ

ンサー、受益者、代理人、顧客、寄付者、運搬人、所有者、荷送人も該当する。 
 
 
 

第 155条 
 

権利侵害品および密輸品を置いていた個人商店および土地の出資者は責任を負うものと

する。かかる権利侵害品および密輸品の存在を知らなかった場合、直接的間接的を問わ

ず権利侵害品および密輸品に全く関心のなかった場合を除き、政府直営店および政府所

有の敷地の出資者および従業員、公共の交通機関のオーナー、運転手、助手は責任を負

うものとする。 
 
 
 

第 156条 
 

当該者が税関当局に支払うべき関税、罰金、その他に関して、保証人（スポンサー）は

保証した範囲の責任を負うものとする。 
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第 157条 

 
通関申告において、通関仲介業者およびその正規従業員が犯した違反および密輸違反に

対し、通関仲介業者は全責任を負うものとする。ただし、通関仲介業者が担保を用意し

た場合、および通関仲介業者が担保を保証した場合でなければ、通関申告で提出した担

保の責任を通関仲介業者は負う必要はない。 
 
 

第 158条 
 

商品のオーナー、雇用主、商品の運搬人は、税関担当官が徴収する関税およびその他税

に関連して、罰金と押収を招いた従業員の行動に責任を負うものとする。 
 

 
第 159条 

 
継承者が密輸の共犯者でない限り、相続した密輸品で本来は死去した違反者が支払うべ

き罰金を、継承者が立て替える義務はないものとする。違反者の死去に伴い、告訴（訴

訟）は取り下げられるものとする。 
 

第 160条 
 

支払い義務のある関税および罰金は、国庫に納める財源徴収という名目の慣例に基づき、

違反者および密輸に関与した者がまとめて支払うものとする。押収品および輸送手段は、

支払い義務のある金銭の担保とすること。 
 
 

第 VIII章：裁判手続きの規則 
 
 

第 161条 
 

各国で適用の法律文書に基づき、第一審裁判所は、当局および税関事務所に開設される。 
 
 
 

第 162条 
 

第一審税関裁判所は、以下の司法権を有する。 
 

1.  密輸犯罪者全員の聞き取り調査 
 
2.  本法およびその実施規則の条項を犯した違反者全員の聞き取り調査 
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3.  本法の第 147条の条項に基づく、徴収命令への異議への聞き取り調査 
 
4.  本法の第 148条の条項に基づく、有罪判決に関する異議申し立ての検討 
 
5.  法廷は、法を犯した被告人に対して、被告人が出廷することを保証する者を指定

させるか、さもなければ本件の決着を見るまで被告人を拘留しておくという判断

を下すものとする。 
 
 

第 163条 
 

a) 第一審税関裁判所の判決に対する上訴は各国適用の法律文書に基づき設立された

臨時の控訴院にすることができる。 
 
b) 裁判所は提起された告訴を受理し、多数決により判決を下すこととする。 
 
c)  上訴期間は、原告欠席のもとに下された第一審裁判所の判決結果の通知日、ある

いは原告出席のもとに下された判決の日から数えて 30日とする。 
 
 

第 164条 
 

控訴院が下した判決は最終判決とする。 
 
 

第 165条 
 

違反者の動産および不動産が最終的に判明した後、通関問題で判定の下りた徴収および

有罪判決は、あらゆる手段を以て執行されることとする。 
 

大臣または管轄当局は、要求額に足りるように、十分な金額の所有物を差し押さえるよ

う命令を出すこととする。 



 48

補遺Ｄ 
著作権法 

（著作権および著作隣接権に関する 2002年制定の No.7連邦法） 
 

 
第 7節 

 
予防手続きおよび刑罰 

 
第 34条 

 
作者または継承者に応答する形で、下位裁判所の裁判長は、作者および継承者の書面に

よる承諾がなくても、発行あるいは展示された作品に対して以下を命じることができる。  
1) 作品の詳細説明書の作成 
2) 作品の発行、展示、複製の保留  
3) オリジナル作品およびその複製（本、イラスト、絵画、演技、写真、表音文字、

放送番組、その他）、作品の再発行に使用する材料あるいは作品の複製を複製す

るのに使用する材料で、作品の再発行以外に使用され得ないと思われる材料など

の押収。  
4) 公演を通じての作品との相関的調和の立証、公衆の前で作品について言及した演

技あるいは会話、および現在未来にわたってのショー継続の禁止 
5) あらゆる形で押収した作品から得たと思われる収益以外に、必要であれば専門家

に依頼して、作品を発行または展示した場合の収益を算出してもらうこと  
6) 本法の条項に基づき、著作権違反の記録をとること  
 
第一審裁判所の裁判長は、全ての案件において強制執行官の補佐し、申請者から妥当な

額の保証金を課すための専門家を任命することとする。 
 
申請者は、判定が下された日から 15日以内に、管轄裁判所に異議申し立てを行う必要が
ある。異議申し立てをしなかった場合、差し押さえが成立する。  
 
 

第 35条 
 
命令を受け取った申請人は、命令が出された日から数えて営業日 20日の間に、命令を出
した裁判所長に対して訴訟を起こすことができる。この場合、当該裁判所の裁判長は、

命令の貫徹、命令の一部または全部の撤回、さもなければ問題の作品を再発行、利用、

展示、製造、複写などを行わないように監視人を指名し、論争に決着がつくまで裁判所

の金庫に売上金を保管しておくといった方法をとることができる。 
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第 36条 
 
作者、権利の所有者、その継承者の申請書に応答する形で、本法の条項に違反した偽造

品を、最大 20 日間にわたって税関に留める件について、税関当局は理由を明示の上で
命令を下すことができる。実施規制は、違反品留置の申請書および同封すべき書類の条

件、禁止事項、手順、ならびに申請者が申請内容によって保証しなければならない担保

金額を規定している。申請書の提出については、正式に提示されてから営業日 3日以内
に決定しなければならず、申請者は発行され次第決定について通知を受けるものとする。  
 
実施規制に規定の禁止事項に基づき、税関に留置すると決定した品目を確認したいとい

う関係者に対して、通関当局はむやみにその請願を拒んではならない。  
 
 

第 37条  
 
他の法律の厳格な刑罰に左右されることなく、作者、著作隣接権の所有者、継承者から

の承諾を得ずに以下を行った者は、2 カ月以上の拘留、および 10,000 ディルハム 以上
50,000ディルハム 以下の罰金、あるいはいずれか一方を科せられるものとする。  
 
1. コンピュータ、インターネット、情報網、通信網、その他の手段によって一般

人が入手可能な、本法にて保護されている作品、演技、表音文字、放送番組の

作成を含み、本法に規定する作者あるいは著作隣接権の所有者の持つ著作権お

よび収益権に対する権利を侵害する行為。  
 
2. 本法の条項に基づいて保護されている作品、表音文字、放送番組などの、販売、

レンタル、その他の方法による流通。本条に規定されている罰金は、権利侵害し

た作品、演技、番組、録音テープの数の 2倍を科すものとする。再犯の場合、そ
の罰則は 6カ月以上の拘留および 50,000ディルハム以上の罰金である。  

 
 

第 38条 
 

他の法律の厳格な刑罰に左右されることなく、以下に掲げる行為を行った者は、3カ月
以上の拘留、および5,000ディルハム以上50,000ディルハム以下の罰金を科せられるもの
とする。 

1. 作者あるいは著作隣接権者が自己の持つ権利を整備し管理するために使用する

技術に対する不正を行う目的で、または所有者の持つ権利を侵害し、複製の品

質を一定水準に保つ目的で製造された、装置、機器、器具をまたは貸し出しの

ため、権利を有していないのに製造および輸入する行為 

2. 本法律で規定されている権利を履行及び管理することを目的とした技術保護又

は電子情報を無断で遅延させる又は阻止すること。 
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3. 著作者、権利者、又はその継承人からライセンスを得ることなく、当該プログ

ラム、アプリケーション又はデータベースのコピーをコンピューターにロード

する又は蓄積すること。 

 
再犯の場合、9 カ月以上の自由刑(懲役、禁固又は拘留)、および 200,000 ディルハム以
上の罰金が科せられる。  
 
 

第 39条 
 
本法の第 37 条の条項を除き、作者あるいは作者の継承者から事前の許可を得ずに、コ
ンピュータプログラムあるいはアプリケーションを使用した者は、各プログラム、アプ

リケーション、データベースごとに、10,000 ディルハム以上 30,000 ディルハム以下の
罰金を科せられる。 
 
再犯の場合、30,000ディルハム以上の罰金を科せられる。 
 
裁判所は、法人、営利法人、専門職法人による犯罪の場合、3 ヶ月以内の営業停止命令
を下すことができる。  
 

 
第 40条 

 
本法の第 37条、第 38条、第 39条に規定されている刑罰にかかわらず、裁判所は不正
複製品またはその派生品を押収し、破壊するよう命じることができる。また、裁判所は、

不正複製品に使用された装置および機器の押収を命じ、さらに偽造罪を行った企業に対

しては 6カ月以内の営業停止を命じることができる。  
 
有罪判決の要約は、日刊紙に発表する。場合によっては陪審員についての追記有り。 
 
 

第 41条 
 
本法に規定されている刑罰に左右されることなく、本法に基づいて下された規則または

命令に反した者は、6 カ月以下にわたって拘留されて罰金を科せられるか、場合によっ
ては一方だけを科せられることもある。 
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補遺Ｅ 
商標法 

（法 1992年制定の No.37連邦法を編入した 2002年制定の No.8） 
 

 
第 6節 

 
刑罰 

 
第（37）条 

 
次の者に対しては、拘留または 5,000 ディルハム以上の罰金、あるいは両方の判決が同
時に科せられる 

 
1. 元の商標または当該商標に類似する商標により識別される商品及びサービスに

関し、公衆に誤認を生じさせる態様にて、当識商標の合法的な登録商標を偽造

もしくは模倣した者および偽造もしくは模倣であることを知りながら使用した

者 
 
2. 故意に、第三者の持つ登録商標を自身の製品に付した者、または権限なく商標

を使用した者  
 

3. 偽造商標、模倣商標、権利を有さずに使用された商標が付された商品を情を知り

ながら販売し、販売もしくは流通の申立を行い、販売目的で所持した者。加えて、

偽造商標、模倣商標、権利を有さずに使用された商標を付けたサービスの申立を

情を知りながら行った者 
 

 
第（38）条 

 
以下の者は、1年以内の拘留および 5,000ディルハム以上 10,000ディルハム以下の罰金、
又はいずれか一方の刑に処する 

 
1. 本法の第 3条の 2、3、 4、 5、 6、 8、 9、 10、 11、 12、 13、14項に準拠した

登録を行っていない商標を使用している者 
 
2. 正当な理由がないのに、登録が完了している又は登録簿記載の商品及びサービ

スを識別しているとの誤解を招くような文言を事故の商標又は文書に記載した

者。 
 
 

第（39）条 
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本法の第 37条および第 38条に規定された罪の再犯者に対しては、同様の罪を科すとと
もに、15 日以上 6 カ月以下の事業所閉鎖又は投資計画停止に処するものとする。また、
行政規則規定の手続きに基づいて、有罪判決を受けた者の費用で当該判決を公表するも

のとする。 
 

第（40）条 
 
 
本法の第 37条および第 38条に規定されている訴訟により損害を被った者は、当該行為
に責任を有する者から受けた損害に応じて、管轄民事裁判所に損害賠償のための訴訟を

提起することができる。 
 

 
第（41）条 

 
控訴を提起する前であっても、商標登録を証明する公式証明書に基づいて、商標の所有

者は、必要な予防措置として、いつでも管轄裁判所から以下に掲げる命令を入手するこ

とができる。 
 
(1) 本法に規定されている違反を犯すにあたって使用されていた機械類および道具類、

および現地調達あるいは輸入した製品および商品、および土地と建物の住所、梱

包、紙、その他違反の主題となった商標の付された品目にかんする目録および詳

細目録の作成 
 
(2) 必要に応じ、差し押さえを受けた者から担保をとるため、裁判所が査定した額の

金銭的保証を約束した申請者によって提出され次第、前条項に明記されている品

物の差し押さえ  
 
裁判所は、予防措置を講じる際の補佐として、1 人あるいは複数の専門家を任命する。
予防措置を講じた当事者を起訴する場合、商標の所有者は予防措置の手続から 8日以内
に民事訴訟又は刑事訴訟を提起しない限り、その起訴は無効となる。 

 
第（42）条 

 
身柄拘束を受けている者は、その者が告訴されていない場合、本法第 41 条の最終段落
に記載されている期限の満３日から 90 日以内、告訴されている場合は判決確定日から
90 日以内に、それぞれ身柄拘束の原因となった者に対して補償を請求することができ
る。いずれの場合も、告訴されていない場合には規定の期限が満了した後、告訴されて

いる場合は確定判決が下された後に、それぞれ押収を受けた者に対してのみ担保が返還

される。 
 

第（43）条 
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裁判所は、押収品又は押収予定品の没収について規定するとともに、罰金又は補償金か

らそれらの価値を控除するか、あるいは適当と判断した他の方法で処理されるかを決定

する。また裁判所は、違法商標の破棄に加え、必要に応じて、違法な商標や説明書を付

した製品、包装、梱包品の破棄を命ずることができる。上記命令は無罪判決が下された

場合であっても命ずることができる。裁判所は、本国においてアラビア語で発刊される

刊行物又は日刊紙に、判決を受けた者の費用において当該判決を掲載するよう命令する

ことができる。 
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補遺Ｆ 
不正行為取締法 

（商取引の詐欺および欺瞞防止に関する 1979年制定の No.4連邦法） 
 
 

ＵＡＥのシェイク・ザイド・ビン・スルタン・アル・ナハヤン大統領をはじめとする

我々は、大臣の司法権、権限範囲、改定について、1972 年制定の暫定憲法の No.(1)法の
条項を精読し、経済商務省の提案に基づき、閣僚評議会、続いて最高評議会で承認され

た。 
 

第（1）条 
 
刑罰については、拘留は 2年以内、罰金は 500ディルハム以上 10,000ディルハム以下の
両方を科する。以下の事柄について、何らかの形で契約した人を騙した者あるいは騙そ

うとした者は、以上の 2つの刑罰のうちのいずれかを科す。 
 
1. 販売した商品の数、量、サイズ、大きさ、重量、容量、規格、仕様 
 
2. 契約内容と異なる品物を納入した場合、その商品の同一性 
 
3. 商品の材質および品質、商品価値、その他の要素 
 
4. 契約の時点において商品の種類、原産地、供給地に特に注目する場合、その商品

の種類、原産地、供給地 
 
5. シーズンあるいはシーズンオフ整理時に行われた、非現実的な商品および品物の

値引き 
 
不正あるいは本来とは異なる方法で重量、寸法、容量、スタンプ、シール、その他の検

査を行ったと偽り、または偽ろうとした者、あるいは品物の計量、測定、検査などの作

業を無効にする方法を実施した者、また実施しようとした者には、3 年以内の拘留、
4,000ディルハム以上 20,000ディルハム以下の罰金の一方もしくは両方を科する。 
 
 

第（2）条 
 
刑罰については、拘留は 2年以内、罰金は 500ディルハム以上 10,000ディルハム以下の
両方あるいは一方を科する。 
 
(1) 人間や動物の食糧、薬剤調製品、農産物、天然産物、その他の販売のため

の材料に異物を混和させ、あるいは異物を混和させようとした者 
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(2) 異物を混和させ、あるいは腐敗した人間の食糧や動物の食糧、薬剤の調製

品、農産物、天然産物、その他の粗悪な材料を、情を知りながら販売、提

供、もしくは販売しようとした者 
 
   違反者が商人あるいは行商人の場合、身の潔白を立証し、材料の出所を打

ち明けない限り、その者は混合および腐敗の事実に気づいていたものとし、

刑罰に処するものとする。 
 
(3) 人間や動物の食糧、薬剤の調製品、農産物、天然産物、その他の材料に異

物混和するのに使用する材料を、準備、提供、販売しようとした者 
 
出版に関する方法を通じ、異物混和の目的でこれらの材料の使用を促した者 

 
前述の２つの条項に記載されている食糧、薬剤、農産物、製品、その他の材料が、

人間や獣の健康に危険な場合、3年以内の拘留、1,000ディルハム以上 20,000ディ
ルハム以下の一方もしくは両方を科するものとする。 

 
 上記条項に記載している刑罰は、購入者又は消費者が異物混入および腐敗につい

て気づいている場合は科さない。 
 
 

第（3）条 
 
異物が混和し腐敗した食糧、薬剤調製品、生産物、製品、その他前条(1)の材料を、情を
知りながら所持している者は、合法目的でそれらを所有していることを立証しない限り、

6カ月以内の拘留、罰金は 500ディルハム以下の罰金の一方又は両方を科する。 
 
食糧、薬剤、農産物、天然産物、その他材料を所持していることが判明した者は、人間

および獣の健康に危険である場合、1年以内の拘留、もしくは 2,000ディルハム以下の罰
金の一方又は両方の刑罰を科すものとする。 
 
 

第（4）条 
 
異物混和され腐敗している人間用食糧や動物用食糧、薬剤調製品、農産物、天然産物、

その他材料を輸入してはならない。 
 
経済商務省大臣は、指定期間内にそれらの商品を供給地に再輸出するように命令するこ

ととし、それがなされないときは輸入業者の出費で以て商品の廃棄処分するように命令

することができる。 
 
ただし、経済商務省大臣は自身の判断に基づき、相応しいとお判断した他用途に利用す

る場合、当該商品の輸入および販売を許可することもできる。 
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第（5）条 
 
以下の事項は、経済商務省大臣の判断に基づいて規制することとする。 
 
第一：食糧、薬剤調製品、生産物、製品、その他材料用の、特殊な器具、容器、包装材

料の使用、あるいは販売を意図したそれら、商品の包装、安全、保存、配達、輸送の方

法もしくは使用・保存・調達方法を伴う販売の方法、あるいは消費、名称、原産地、生

産地、製造業者名などが商品と一致しないという状況、その他識別に必要な事項 
 
第二：それらの商品および関連証明書に関連する記録帳および帳簿の保管および認証 
 
第三： 販売予定の材料構成に必要な成分および比率の決定 
 
第四： 本法適用の規定に関連する商品の輸入、輸出、製造、販売、調達、配達に関する
事項 
 
以下に記載されている刑罰を除き、これらの決定条項に違反する者は、6 カ月以内の拘
留、500ディルハム以上 5,000ディルハム以下の罰金の両方、あるいは 1方のみを科され
ることとする。  
 
 

第（6）条 
 
本法および行政規制の条項に違反したことにより科す刑罰は、連邦で組織された各首長

国の担当当局の協力のもと、本目的で経済商務省から派遣されている高官によって確定

することとする。 
 
 
担当官は、司法調査官の資格をもって活動し、本法の条項への違反を摘発するため、食

糧、薬剤調製品、生産物、製品、その他材料を置いた店および場所に立ち入って、条項

を遵守して販売あるいは保管しているかを確認し、また、本法および規則に記載された

手順に基づいて見本を採集する職権を有することとする。 
 
 

第（7）条 
 
本法の条項に違反していると思われる説得力のある根拠があれば、上記条項にて言及し

た担当官は、疑わしい材料を暫定的に押収することができる。 
 
この場合、関係者は裁判所への出頭を命じられ、押収材料の最低 3 つのサンプルが、ど
の程度まで要求される仕様および基準を満たしているか、分析および測定に用いられる。

サンプルは封蝋で密閉され、1 つは関係者に手渡される。押収したサンプル及び材料を
検証するために必要となる全ての項目を含む、議事録が作成される。腐敗しやすい材料

のサンプルの分析は速やかに行い、サンプルの採集、保管、分析の規定に関する決定は、

経済商務省が下すこと。 
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管轄裁判所において、押収品の解放を申請できるという違反者の権利とは無関係に、法

律押収日から 15日以内に押収命令を追認する判断を裁判所が下さない限り、法律の力を
もって押収品は解放されることとする。 
 
 

第（8）条 
 
第（6）条に言及の担当官に対し、違反の商品がある工場、倉庫、店、その他の場所に
入ろうとするのを妨害したり、材料からサンプルを採集しようとするのを妨害したり、

その他の手段によって職務の遂行を妨害した者は、6カ月以内の拘留、500ディルハム以
上 5,000 ディルハム以下の罰金の 2 つの刑罰のうちの両方もしくは 1 方を科すこととす
る。 
 
 

第（9）条 
 
第（2）条および第（3）条に記載されている犯罪のうち、1 つを犯した者を科するにあ
たり、裁判所は刑罰と関わりのある食糧、薬、生産物、製品、犯罪の主要部を構成する

その他材料を没収する旨の判決を下すことができる。 
 
この場合において、裁判所は、有罪判決を受けた者の費用で以て、地元の 1～2紙の日刊
紙に判決を掲載する命令を下すこともできる。 
 
 

第（10）条 
 
第（2）条および第（3）条に記載されている犯罪のうち、1 つを犯した商業法人、専門
職法人、工匠法人のオーナーを起訴した時点で、管轄裁判所は店舗の 6 カ月以内の操業
停止の命令を出すことができる。 
 
再犯の場合、裁判所は許可証の取消を行い、許可証の所有者がＵＡＥ国籍ではない場合、

当人に出国を命じることができる。 
 
 

第（11）条 
 
再犯者は、拘留と罰金の両方を科せられることとする。 
 
前述の条項に記載されている犯罪および商取引における詐欺および欺瞞の防止に関する

その他の法律に記載されている犯罪は、常習的犯行の面で類似したものと見なすことと

する。 
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第（12）条 
 
経済商務省大臣は、本法の条項の履行に必要な行政決定を下すこととする。 
 

第（13）条 
 
管轄の及ぶ範囲において、大臣および連邦を構成する首長国の関連当局は、本法の条項

を履行し、その条項を官報に発表し、発行の日から 3 カ月以内に発効させることとする。 
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補遺Ｇ 
不正行為取締規則 

（商取引における詐欺および不正行為の防止に関する 1979年制定の No.4
法に対する行政規制についての 1984年制定の No.26行政決定） 

 
 
 
経済商務省大臣 
 
各省の司法権および大臣の権限と改定法に関する 1984年制定の No.（1）連邦法の裁判
管轄権の取得後 
 
及び商取引における詐欺および不正行為の防止に関する 1979年制定の No.（4）連邦法 
 
及び農業検疫に関する 1979年制定の No.（5）連邦法 
 
及び動物検疫に関する 1979年制定の No.（6）連邦法 
 
及び製薬施設に関する 1983年制定の No.（4）連邦法 
 
及び次官の提出書に基づき、下記を決定した 
 
 

第 1章 

 
不正競争宣伝 

 
第（1）条 

 
1979 年制定の No.（4）法の条項および本規定の条項の適用において、宣伝を直接的間
接的とを問わず以下のように定義する。 
1) 販売した商品数、量、寸法、容量、重量、容量、標準、仕様 
2) 商品が製造もしくは生産された地域又は国、および製造日又は生産日 
3) 商品の製造または生産方法 
4) 商品の組成成分 
5) 商品種類、原産地、供給地 
6) 名称、内容、生産者、工場 
7) 特許、商標、その他工業所有権、商業上あるいは工業上の営業許可、賞、特権 
 
 

第（2）条 
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宣伝は、生産場所、店内、包装表紙、証書、書簡、広告メディアその他の商品を公衆に

提示するいかなる方法においても、あらゆる角度から照らし合わせてみて事実に即して

いなければならない。 
 
 

第（3）条 
 
商品の製造あるいは生産が行われた国および地域などが、明瞭な文字で詳細に書かれて

いるものでない限り、名称、販売店、輸入業者、住所などは商品や製品に記載してはな

らない。 
 

第（4）条 
 
貿易業者は、商品の原産地、商品明細、重要性に関して、事実と反する情報や虚偽の発

言を発表してはならない。また、昇進、受賞、褒美に関する虚偽の発表や世間に誤解を

与えるようなことをしてはならない。 
 

第（5）条 
 
貿易業者、製造業者、生産者に対し、以下の行為を禁止する。 
 
1) 直接的間接的とを問わず、商品の原産地および供給地について、あるいは輸入

生産者および製造者の人格などについて、不正確であったり誤解を招いたりす

る説明書の使用。 
2) 直接的間接的とを問わず、原産地名の不正確な使用であったり誤解を招いたり

するような使用、あるいは、仮に正確な原産地が記入されていたり、翻訳した

名が使われていたとしても、それらの模倣的使用、種類やブランド、模倣品な

どに関連する名称の使用。 
3) 偽造あるいは模倣した商標の使用、違法行為を承知で商標を付けたり、事実を

歪曲したりするなど。ここで商標とは目に見える方法で以て、他製品と区別す

るために使用するものをいう。 
4) 本物と見分けがつけにくい商品名、製品、商業活動、産業活動など、誤認混同

を惹起する行為。 
 

第（6）条 
 
輸入商品は例外なく原産地証明に基づくのでなければならない。商品、梱包箱、包装紙

などに説明書や商標が付けてあるか否かに関係なく、原産地および供給地に関する偽り

や誤解を与えかねない説明書きや商標を付けたりした場合、本国への輸入を禁止する。   
 
本規制の条項の適用に関して、商品の原産地とは生産国を意味し、商品の供給地とは製

品が輸入されてくる国を意味する。 
 

第（7）条 
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製品の原産地および所有権を保護するため、本法および規則に明記された条件を満たし

ていない商品の輸入は全て禁止する。また、経済商務省大臣は、規制の第（44）条に記
載の委員会からの報告を基に、事例ごとに禁止を解くことができる。 
 

第 2章 

 
本法の条項に基づく材料の輸入規制 

 
 

第（8）条 
 

人間用食糧、動物用食糧、医薬、農産物、天然産物、その他材料などで、不正品又は腐

敗している場合は輸入してはならない。製品が腐敗しやすいものである場合、輸入業者

は通知を受けた日から 1週間以内に供給地に再輸出しなければならない。その他製品の
場合は 2週間以内に供給地に向けて再輸出しなければならない。猶予期間は必要に応じ
て延長される。 
 
輸入業者が期限内にかかる商品の再輸出を行わなかった場合、輸入業者の存在、不在に

関係なく、製品を輸入業者の出費で以て破棄すること。輸入業者に保管、処理、および

商品の輸出や破棄を行った業務の費用を請求することは、税関部門および当該港の職権

を害するものではない。 
 
再輸出、期間延長、商品の破棄の決定は、当該税関局長の勧告に基づき、経済商務省大

臣が行う。 
 
当事者による請願および本規制の第（44）条に述べる委員会の承認に基づき、経済商務
省大臣は、相応しいと判断した用途に利用する場合、本国への不正品又は腐敗した商品

の輸入を認める決定を下すことができる。また、かかる決定は、当該商品を流通させる

にあたっての条件、および用途と流通範囲を含むものである。 
 
 

 

第 5章 

 
管理－見本 

 

第（37）条  

 
それぞれ独自の司法権を持つ各首長国の税関部門は、1979 年制定の No.（4）法の条項
および本規制の条項に違反していないことを確認するため、輸入製品が発売される前に、
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当該製品を検査しなければならない。当該規制に違反している場合、本国への流入を防

止するため、商品を留置し、販売を許可してはならない。 
 
本規制の第（8）条に明記した期限内に、輸入業者が原産地宛てに違反品の再輸出を拒
否した場合、違反は業務日誌に書き留め、商品に関する書類と一緒に税関局長に提出し

なければならない。 
 

第（38）条 
 

それぞれ独自の司法権を持つ海港および陸地入国地点の自治体管轄の検疫健康課の担当

検査官は、持ち込み許可を与える前に、輸入食糧を一部あるいは全部検査しなければな

らない。1979 年制定の No.（4）法の条項、および本規制の条項に違反していると疑い
を持った場合、商品見本を分析用に採集し、業務日誌にそのことを記入し、当該税関部

に貨物留置の通知をすること。 
 
違反を立証した場合、業務日誌および商品に関する書類を当該税関局長に提出しなけれ

ばならない。本規制第（8）条に規定された期限内までに輸入業者が原産地向けに違反
品の再輸出を拒否した場合、税関局長は、後に税関部の長官に提出することになる。 
 

第（39）条 
 

自治体の保健および貿易許可証を担当する検査官、又は保健省の検査官は、1979 年制
定の No.（4）法の条項、および本規制の条項に対する違反容疑の疑いで立件しなけれ
ばならない。 
 
それぞれ司法権を持つ担当官は、上述法の第（6）条に明記している司法権を有するも
のであり、違反の立証を行わなければならない。担当官は条項の適用を受ける商品が陳

列あるいは保管されている店および場所に入り、分析に必要な見本を採集することがで

きる。また、本規制に記載された条項に基づき、業務日誌にサンプルおよび押収品につ

いて記載しなければならない。 
 
商品差押命令は管轄裁判所に提出され、押収した日から数えて 15 日以内に差押命令を
追認する判定が出ない場合、商品は合法的に販売されるものとする。 
 

第（40）条 
 

見本は、店または商品の所有者または代理人の立ち会いの下、商品の種類ごとに無作為

に採集することとし、十分に混合させ、3 つの見本に分けて、それぞれを容器に入れて
密封することとする。容器には以下の内容を記載したラベルを貼り付けなければならな

い。 
 

1) 見本採集日 
2) 見本の種類および数量 
3) 採集した見本の商品の所有者の氏名および住所 
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4) 見本を採集した担当官の氏名および職位 
 
見本のうち１つを関係者に送付し、見本を採集した担当者が保管し、分析を行うため、

送付しなければならない。 
 

 
第（41）条 

 
採集した見本について日誌を書き、前条の記述に以下を追記しなければならない。 
 

1) 図と文字で日誌を記入した日時 
2) 見本を採集した場所の住所 
3) 見本の数、見本ごとの量 
4) 見本を採集した商品の数量、おおよその価格 
5) 見本採集時の状況および商標の記載内容、見本から採集した材料名、見本お

よび見本から採集した材料に関する内容 
 

第（42）条 
 

所有者の責任で以て押収品を隔離し、印を付け、保管しなければならない。また、以下

の内容について日誌に記入しなければならない。 
 
1) 押収について日誌に記入した場所と日時 
2) 図と文字で日誌を書いた者の氏名、職位、署名 
3) 押収を実施した担当官の氏名、職位、署名 
4) 押収品所有者の氏名、地位、職業、住所 
5) 押収品の種類、数量、おおよその価格 
6) 押収、発見、追跡を逃れた商品 
7) 商品の所有者または代理人の陳述および署名、陳述を拒否した場合、その旨日

誌に記載のこと 
8) 他の有効な議事録又は違法な在庫調査の存在及びその拒絶の指摘 
9) 日誌を書き終えた日時 
 

第（43）条 
 

分析結果は商品の所有者に通知される。もし分析の結果押収商品の違法性が判明し、商

品が押収された管轄区の局長が商品の所有者が誠実であることを認め、所有者が自己負

担で以て商品の破棄を行うことに同意した場合、本件は決着したものと見なし、経済商

務省は本件についての決定を発表しなければならない。 
 
そうでない場合、調査を完了し、分析結果を入手した後、商品の所有者を起訴するため、

報告書を検察官に提出することとする。 
 

第（44）条 
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経済商務省大臣が下した行政決定に基づき、経済商務省次官が統括する委員会を設置す

る本委員会は、経済商務省、保健省、農業水産省の各省庁が任命した代表者で構成され

る。自治体の書記局からの代表は書記長が、税関評議会からの代表は会長が、連邦商工

会議所からの代表は書記長がそれぞれ任命する。その他、法律違反が発生した場所を管

轄する税関部および自治体からもそれぞれの代表を送り、税関部の場合は税関部長が代

表を任命し、自治体もその長が代表をそれぞれ任命する。また、同管轄区の商工会議所

からも会頭が代表者を任命することとする。 
 
委員会は、経済商務省大臣、ならびに 1979年制定の No.（4）連邦法の条項と本規制に
対する違反が発生した場所を管轄する部門が提出した依頼に対して、その調査内容の如

何を問わず調査を担当することとする。また、委員会は、調査内容に適切と思われる措

置を講じるため、調査依頼が提出された日から数えて 15 日以内に調査を完了させ、経
済商務省大臣に決定を提出しなければならない。 
 

第（45）条 
 
本決定は官報に公表され、官報発行日から効力を生ずるものとする。 
 
サイフ・アリ・アル・ジャワン 
経済商務省大臣 
 
 
発行地：アブダビ, 
日時： 1984年 6月 14日 
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補遺Ｈ 
商慣習法 

（商慣習法を公布した 1993年制定の No.18連邦法） 
 
 

パート 3 
 

違法競争 
 
 

第 64条  
 

貿易業者は、競業他社の顧客を自社の顧客にするために他の貿易業者の従業員を唆した

り、会社を退社させて自社に入社させたり、秘密を従業員から得ようとしてはならない。

以上の行為は違法競争と見なし、これを行った者は相応の補償金を支払わなければなら

ない。 
 

第 65条 
 

貿易業者は、商品の原産地あるいは詳細、その他性質や重要性に関して虚偽を流布して

はならない。また、競業他社の顧客を自社の顧客にするため、評価、許可証、受賞歴な

どについて虚偽の宣伝を行ったり、その他の不誠実な手段に訴えてはならない。これら

を行った場合、それによって生じた損害賠償に対する責任を負うものとする。 
 

第 66条 
 

貿易業者は、商品の販売にあたり、競業他社の利益を損なうような、不正な手段を講じ

たり、偽の情報を発表してはならない。これらを行った場合、それによって生じた損害

賠償に対する責任を負うものとする。 
 

第 67条  
 

貿易業者は、元使用者および元従業員に対して、真実に反する許可証を出してはならな

い。これを行った場合、誤解を招くような許可を出したとして、他の貿易業者が被った

損害賠償に対する責任を負うものとする。 
 

第 68条  
 
1) 貿易業者が同意なしに他の貿易業者の社名を使用した場合又は社名所有者が法律

に違反する形で使用した場合、関係者は管轄の裁判所に社名使用差止の申請を行

い、当該社名が商業登記簿に載っている場合は削除の申請を行わなければならな

い。また、上記申請によって当該業者の権利が害されることはないものとする。 
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2) 前項の条文に違反する者は、禁固又は 10,000 ディルハム以上の罰金のいずれか
の刑に処する。 

 
第 69条 

 
商社に対して取引状況に関する情報提供を業とする者で、故意又は重過失によって貿易

業者の営業活動および財務状態に関する虚偽の情報を流す者は、それによって生じた損

害賠償に対する責任を負うものとする。 
 

第 70条  
 

前条は他法令によって同様の行為に対し課せられた刑罰には何らの影響も与えない。
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補遺Ｉ 
特許法 

（組織および特許、図面、工業製品の工業所有権保護に関する 2002年制定
の No.17連邦法） 

 

第 15条  
 
1. 特許は特許権者にこれを与えるものとする。 
 
a. 特許実施権。物の発明に係る特許である場合、生産又は使用又は販売目的の展示

又は販売、又はこれらの目的のための輸入を特許発明の実施と見なす。方法の発

明又は物を生産する方法の発明に係る特許である場合、特許権者は当該方法に対

する実施権のみならず、それを直接利用して製造される製品に対しても同様の権

利を持つものとする。 
 

物の発明に係る特許である場合、特許権者は他人が許可なく生産又は使用又は販

売目的の展示又は販売、又はこれらの目的のための輸入を行うことを禁止する権

利を有する。 
 

方法の発明又は物を生産する方法の発明に係る特許である場合、特許権者は他人

が許可なく当該方法の使用に加え、それを直接利用した製品の使用又は販売、又

はこれらの目的のための輸入を行うことを禁止する権利を有する。 
 
b. 方法を使用する行為及びそれを直接利用した製品に関する前項（a）記載の行為

を行うこと。これは当該方法及びその新規応用もしくは公知の生産手段に特許又

は収益証明が与えられている場合に限るものとする。 
 
2. 特許又は収益証明が与えられた前条 1の権利は、製造又は販売の目的で行われる

行為にのみ及ぶものとし、販売後の個人的行為についてはこの限りでない。 
 
  
 

第 43条 

図面又は工業用模型及びそれに付随する条理又は法律上の権利に関しては、本法規定の

保護を受けないものとし、その法源となる法律又は本国が加盟する国際協定もしくは条

約上の保護を受けるものとする。 

 

第 44条 
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当該部門の特別登録簿に記録していない限り、図面又は工業用模型は本法規定の保護を

受けることができない。登録の申請及び審査は、本法行政規則に規定されている手段及

び料金に基づいて行わなければならない。 

 

第 51条 

本法規定の保護を与えられた図面又は工業用模型に関しては他人が以下の行為を行うこ

とを禁止することができる。 

1. 製品の生産における図面又は工業用模型の使用 

2. 図面又は工業用模型を利用した製品の輸入及び使用もしくは販売目的の展示もし

くは販売のために当該製品を所有すること 

本法で保護された図面または工業用模型の使用範囲を逸脱した行為、及び書類で保護さ

れた図面および工業用模型とは異なる製品に関しても、合法的なものと見なしてはなら

ない。 
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補遺Ｊ 
ジェベル・アリ自由貿易地域法  

（ジェベル・アリ港の自由貿易地域における商業活動に関する 
1986年ドバイ法 No.2） 

 
 
 

第 1条 
 

本法は、「1986年制定のジェベル・アリ港の自由貿易地域における商業活動」として引
用すること。 
 
 

第 2条 
 
文脈にそぐわない場合を除き、以下の単語および表現は以下に列挙した意味を持つもの

とする。 
 
政府  ドバイ首長国政府 
 
首長国  ドバイ首長国 
 
自治体  ドバイ自治体 
 
自由貿易地域  ジェベル・アリ自由貿易地域 
 
当局  ジェベル・アリ港自由貿易地域局 
 
商品  材質を問わず、あらゆる品物、材料、機械類 
 
会社  自由貿易地域での商業活動を許可された会社 
 
個人  自由貿易地域での商業活動を許可された個人 
 
 

第 3条 
 

本法の第 13条の条項に基づき、自由貿易地域は、供給地が国内外国であることを問わず、
あらゆる種類の商品に対して解放されている。 
 
 

第 4条 
 

自由貿易地域に輸入される商品または製造される商品は、関税を免除されるものであり、

これにより関税を徴収してはならない。 
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第 5条 

 
自由貿易地域における、工場、組立プラント、その他の産業プロジェクトに基づく建設、

および海運業、保険業、倉庫業、その他の商業金融活動はこれを許可する。 
 

第 6条 
 

自由貿易地域における消費・使用のために、当該地域に商品を留置することについてこ

れを許可する。またかかる商品については関税を免除するものとする。 
 

 
第 7条 

 
自由貿易地域からドバイ税関管轄区への商品移動は、海外から輸入する場合と同様に考

え、これに対して有効な関税表の条項に基づく、関税を徴収するものとする。 
 
 

第8条 
 
自由貿易地域での活動に関する法人、個人、自由貿易地域で働く従業員の所得税を含む

全ての税は、当局の決定に基づいて50年間もしくはそれと同程度の更新を認められた期
間免除される。上記期間は、当該法人、個人、従業員の商業活動が開始された日から起

算するものとする。 
 
 

第9条 
 
自由貿易地域内の財産又は個人および法人の活動は、国有化あるいは私有制限措置の拘

束を受けないものとする。 
 
 

第10条 
 
法人、個人、従業員は、自由貿易地域外に資本、売上、賃金を全ての通貨で持ち出すこ

とに関して、50 年間は何らの制限も受けない。上記期間は、自由貿易地域において、
当該法人、個人、従業員の商業活動が開始された日から起算するものとする。上記期間

は、当局の決定によって同程度の期間で更新されるものとする。 
 

第 11条 
 
法人および個人は、自由貿易地域での事業展開にあたって、自由に人を雇用できるもの

とする。ただし、経済封鎖の対象となっている国、あるいは経済封鎖を予定している国

の国籍を有した者を除く。 
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第 12条 
 

自由貿易地域における法人、個人、従業員の活動は、自治体の権力および職権、あるい

は関連法および規制による拘束を受けない。 
 
 

第 13条 
 
以下の商品を自由貿易地域に持ち込むことを禁止する。 
1. 仕損品 
2.    商業、工業、知識、文学、工芸などの所有権を保護する法律を侵害する商品 
3.   不買商品もしくは政府が不買を決定する可能性のある商品 
4. 啓示宗教の信仰、教義、思想に反する文章、図、装飾品、標章、外観の商品 
5. 生阿片、加工阿片、コカの葉、大麻（インド大麻）、ハシシュ、大麻（インド大

麻）樹脂、カート葉 
6. 軍事用品および弾丸。ただし、首長国管轄当局の許可がある場合を除く 
 

 
第 14条 

 
本法の条項と矛盾する他の法律または規制の条項は、例外なく無効とする。 
 

第 15条 
 
本法は、官報が発行された日を以て発効日とする。 
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補遺Ｋ 
商業代理店法 

 
1981年制定の No.18連邦法  

1988年制定の No.14連邦法改正（商標代理店組織について） 
 

ＵＡＥ大統領シェイク・ザイド・ビン・スルタン・アル・ナハヤン 
 
暫定憲法 
 
及び各省庁の管轄権および大臣の職権の範囲改定ついての 1972年制定の No.1連邦法の
条項 
 
及び商業代理店規制に関する 1981年制定の No.18連邦法 
 
及び閣僚で承認され、最高評議会に批准された経済商務省大臣の提起に基づいて 
 
以下の法律を発布した 
 

第 1条  

 
1981年制定の No.18連邦法の 1、 2、 6、 8、 10、 12、 14、 16、 22、 23、 27、 
28、 29、 30の各条の条項は、以下の条項と差し替える。 

 
 

第 1条  

 
本法の条項に使用するにあたり、以下の単語および表現は、文脈にそぐわない場合を除

き、以下に並べた意味を持つものとする。 
 
ＵＡＥ：    アラブ首長国連邦  
 

本省：    経済商務省  

 
関係当局： 関係首長国の地元当局  
 
委員会： 本法の第 27 条に基づいて設立された商業代理店委員

会 
 
商業代理店： 商業代理店とは、ＵＡＥ国内において、あらゆる商品

およびサービスの流通、販売、展示、供給を行う見返
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りに、手数料および利益を得る代理店の代表者を意味

する。  
 
本人： 本人とは、ＵＡＥ国内外において、操業を行う生産者

および製造業者、または生産者自身がマーケティング

活動を行わない場合における、生産者が承認した輸入

業者、独占的販売代理店を意味する。 
 
代理人： 代理人とは、ＵＡＥ国籍を持つ自然人、又は代理店契

約の範疇に入らない活動は行わないことを条件に、代

理店としての資格を与えられたＵＡＥ国籍の自然人が

完全支配する法人を意味する。    
 

第 2条 

 
商業代理店活動は、ＵＡＥ国籍を有する者、あるいはＵＡＥ国籍の自然人が完全支配す

る会社によって、ＵＡＥ国内で実施される活動に限定する。  
 

第3条 
 
商業代理店活動は、本省が保管する商業代理店登録簿に登録された代理店が、本国にお

いてのみ行える活動である。登録されていない代理店の活動および訴訟は一切認めない

ものとする。 
 

第4条 
 
有効な代理店契約として、代理店は本人と直接書面による合法的な契約書を交わさなけ

ればならない。 
 

第5条 
 
全首長国又は一首長国もしくは数首長国において、本人は代理店に仕事を依頼すること

ができる。すべての場合において、代理店の仕事である品物の販売およびサービスは、

当該地域に代理店を持つ代理人にのみに依頼できるものとする。 
 
代理人は、代理店を置く首長国あるいは数首長国の販売業者から支援を依頼することが

できる。 
 
 

第 6条 
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商業代理店契約は、契約当事者の相互利益について交わされているものと見なす。ＵＡ

Ｅの裁判所は、本人と代理店の間で締結された契約の履行で発生した争いについて審理

する管轄権を有する。また、契約と矛盾する合意は無効と見なす。  
 
 
 

第7条 
 
代理店は、自身が開拓した取引ではない場合でも、本人又は代理店のある地域の第三者

が契約を交わした取引を担当する権利を有する。 
 
 

第 8条 

 
本人は正当な理由なしに、代理店契約を破棄したり、更新を拒否することができない。

本人と代理店との間で諾成契約を交わして代理店を抹消しない限り、代理店との契約条

項が制限されたものであったとしても、代理店は他の代理店の名前で商業代理店登録簿

に登録することはできない。これは、本法第 27 条に基づいて設立された委員会の意見
により、代理店を終了する十分な理由あるいは代理店の更新を拒否する十分な理由があ

る場合も同様である。 
 

第9条 
 
代理人に過失がないにも拘らず、代理店が不適切な時期あるいは理由で撤退する場合、

代理人は被った損失の補償を請求できるものとする。代理店契約の更新を本人が拒否し

た場合、代理人は適切な額の補償を要求することができるものとする。ただし、代理店

が更新を拒否するのに十分な過失を冒したことを本人が立証できる場合はその限りでは

ない。これは、代理人が本人の製品の流通と販売促進に対し十分な成果を上げ、契約更

新の拒否が代理人に損失もしくは期待利益の喪失になることを、代理人が立証できる場

合に限られる。 
 

第 10条 

 
商業代理人登録簿への代理店登録の申請は、当該目的のために用意された標準書式を本

省に提出しなければならない。登録申請書には、代理人の氏名、本人の氏名、国籍、住

所、商業代理店が取り扱う商品とサービス、代理店の担当区域、代理店の開始日と期限

を記入しなければならない。 
 
商業代理人が営利会社の場合、前述の段落で述べた項目以外に、登録申請書には、会社

名、法的地位、資本、ＵＡＥ内の本社および支社の住所を記載すること。 
 
登録申請書には、以下の項目を含む関係書類を添付すること。 
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1.      関連首長国の管轄当局が発行した、代理人の貿易許可証および商業登録証の原本
と写し。 

 
2.    管轄当局が認証した代理店契約書の原本および写し。写しと同一であることを確

認したら、原本を管轄当局に返却のこと。  
 

第11条 
 
本省は、提出日から数えて15日以内に、登録申請書についての決定を発表しなければな
らない。申請が受理された場合、代理人は本省に登録した証として公認の証明書を交付

される。関連項目も含め、申請書の受理については官報で発表され、自治体、税関、商

工会議所本部、関連の地方商工会議所に通知される。 
 

第 12条 
 

本法に記載された登録条件を満たしていない場合、本省は登録を拒絶することがあり、

その場合は本省に提出した登録申請書の拒絶理由を示すものとする。本省は、書簡で以

て郵送あるいは持参された必要書類とともに申請が提出された日から数えて 1カ月以内
に当事者に拒絶決定を通知しなければならない。上記 1カ月通知以内に本省の部門から
の連絡がない時は、拒絶決定がなされたものとする。申請書を拒絶された申請者は、拒

絶判定の通知を受け取ってから 60日以内、または本法の第 16条の条項に基づいて回答
なしの状態で申請書を提出してから 1カ月以内に、拒絶判定に対して管轄民事裁判所に
上訴できる。 
 

第13条 
 
商業代理人、法定代理人、代理人死去の場合その継承者は、本法に記載されている項目

で変更や訂正を要する個所に従って登録を変更する場合、変更または訂正の日付から数

えて最大60日目までに本省に通知する必要がある。 
 
前段で言及した申請書の受理決定は、官報に詳細を公表する。自治体部、税関、商工会

議所本部にも上記決定を通知する。 
 
 

第 14条 
 
代理店契約が破棄または期限切れになり次第、商業代理人、法定代理人、代理人死去の

場合の継承者は、破棄日、死亡日、期限日のうち最新の日から数えて 60 日以内に、商
業代理人登録簿から代理店登録を抹消するため、本省に関係書類とともに申請書を提出

しなければならない。 
 
代理店登録抹消の理由を本省に立証できれば、抹消対象者に郵便で通知し、抹消対象者

から代理店抹消を正当化する理由に対しての異議申し立てが 60 日以内までになかった
場合、初めて削除されるものとする。抹消対象者が期限までに異議申し立てをしなかっ
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た場合、さらに延長された 60 日以内に異議申し立てできるように、同様な方法にて再
度通知される。それでも異議申し立てが出ない場合、本省は関係当局の意見を求めた後、

本省自らの決定で登録を抹消する。 
 

第15条 
 
本法の申請中止の条項にあてはまる場合、商業代理人は、抹消が必要になった日から数

えて60日以内に、商業代理人登録簿への登録を抹消する旨の申請書を本省に提出しなけ
ればならない。本省は登録簿から直ちに入力を削除するものとする。 
 
上述のような事態を別ルートから知らされた場合、前条の第2項に明記された条件に基
づき、本省は登録を抹消するものとする。 
 

第 16条 
 
登録、訂正、抹消の申請は、関連書類を添付してこれを行う。本省は必要書類の提出を

申請者に要求した後、申請書を受理することができる。 
 

第17条 
 
商業代理人登録簿への変更、訂正、抹消などがあった場合は商業代理人登録簿に入力さ

れている代理人氏名とともに、本省は自治体部、税関、商工会議所本部、本国内の地方

商工会議所に対して、30日以内に通知するものとする。 
 

第18条 
 
当事者は、登録からの抜粋および非登録証明書を管轄当局から入手できる。 
 

第19条 
 
本法の施行規則には、商業代理人登録簿への登録、変更、訂正、抜粋取得の各料金を明

記する。 
 

第20条 
 
本法の規制が発布されてから操業を行う商業代理人は、本報告書に明記されている規制

および条件に基づき、規制の発効日から数えて6カ月以内に、登録簿への入力を申請し
なければならない。 
 
本法に明記された条件を満たさない商業代理人は、本法が発布された日から数えて1年
以内に、本法に明記された条件を満たすようにしなければならない。 
 
上記に明記された期限以内に、本法に明記された条件を満たすことができない商業代理

店は、法的に無効とされる。 
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第21条 
 
商業代理人は、輸入する耐久商品のメンテナンスに必要となる予備部品、工具、装置、

付属品、金具を用意していること。 
 

第 22条 
 
本法の条項に違反して商業代理店活動を行う者は、5,000 ディルハム以上の罰金を科せ
られるものとする。裁判所は、本省、管轄当局、商工会議所本部、代理店が活動する現

地の商工会議所に対して、発布後直ちにその決定を通知するものとする。 
 
 

第 23条 
 
代理人以外の者と貿易を行う目的で、別の代理人の名前で本省に登録してある場合、当

該商業代理店が担当する商品、製品、その他材料を輸入してはならない。ＵＡＥ 税関
部は、代理人ではない者を通じて輸入した場合、本省の承諾または代理人本人の同意が

ない限り、上記製品の輸入禁止を解除しないものとする。ＵＡＥ税関部およびＵＡＥ管

轄当局は、本省の要求に基づき、上記輸入品を差し押さえ紛争が解決するまで、上記輸

入品を港または輸入業者の倉庫に保管する。 
 

第24条 
 
刑法またはその他刑罰法規に記載されている厳しい刑罰に関係なく、以下の違反を犯し

た者は例外なく5,000ディルハム以上の罰金を科するものとする。  
 
a) 商業代理人登録簿の登録、抹消、入力に関する虚偽の情報を、管轄当局あるいは

その他当局に故意に流した者。本法の規制に反する登録、抹消、入力と関連する

虚偽の情報の場合、裁判所は、規定の刑罰に加えて、状況に応じて登録、入力、

抹消を無効にし、その判決を官報に発表するよう命令するものとする。 
 
b) 自然人および法人を対象にした商業代理人であるとか、商品、製品、材料などの

販売や流通の代理人などといった虚偽の情報を、刊行物、商業通信、その他メデ

ィアに流した場合。その場合、裁判所は、状況に応じて、又は裁判所が定めた日

に情報の訂正を命令する。当該判決は官報に公表されるものとする。 
 
 

第25条 
 
[廃止] 
 

第26条 
 
管轄裁判所は、本法で記載されている判決に加えて、商業代理人の工場と敷地を閉鎖す

るよう命令できる。管轄当局は、閉鎖の原因がなくなった場合、あるいは事業を清算す

—
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る場合、関係者の要請に基づき、工場と敷地を再開することを決定することができる。 
 
 
 

第 27条 
 
商業代理店の委員会は、以下の委員で構成される。 
 
1.      経済商務省の次官（会長） 
 
2.  関連各首長国の自治体代表－自治体長官が任命（委員）       
 
3.      関連各首長国の商工会議所の委員会の代表－会議所の所長が任命（委員） 
 
4.     自治体の書記局の代表－自治体書記局の委員会が任命（委員）  
 
5.   ＵＡＥ商工会議所本部の代表（委員） 
 
委員会は、経済商務省大臣の決定に基づき組織されるものとする。委員会は、大臣が似

任命した書記長を就任させるものとする。書記長は委員会の審議時に投票権を持たない

ものとする。 
 

第 28条 
 

委員会は、商業代理店で生じた紛争を審理する権利を有する。委員会に申請書が提出さ

れてから 60 日以内に紛争の審問を開始すること。任務を完遂するにあたり、委員会の
意見に基づいて補佐役として相応しいと思う者を書面で以て任命ことができる。補佐役

として委員会から任命された者は、任務を通じて知り得た機密事項を漏洩してはならな

い。 
 
 

第 29条 
 
本法の条項の履行確認を命じられた本省および関係当局の職員は、本法の条項および実

施に関する違反を犯したことの立証のため、代理店およびに登録簿への登録関する書類

および文書を閲覧し、捜査と裁判のため関係当局に状況を通知することを任務とする。

商業代理人は、上記従業員に対して任務遂行に必要な詳細、情報、書類を提出しなけれ

ばならない。 
 
ＵＡＥ警察部は、本法の条項あるいは履行決定に反するものを記録し証明する任務を上

記職員が行えるようにしなければならない。 
 
 

第 30条 
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前条に記載の職員の名簿は、経済商務省大臣の決定に基づいて発表すること。この決定

は、本法の条項違反の立証に係る手続きを規定するものである。 
 
上記職員は、立場を利用して入手したものが機密事項の場合、それを漏洩することを禁

じる。これを犯す者に対しては、刑事責任および民事責任に関係なく処罰が科せられる。 
 

第31条 
 
本法に矛盾する旧条項はこれを無効とする。 
 

第32条 
 
経済商務省大臣は本法を施行し、施行に際して必要となる規則および規制を公布する。 
 

第33条 
 
本法は官報に発表され、発表日から6カ月後に効力を生じるものとする。 
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